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事務連絡

平 成 22年 4月 1日

都道府県労働局労働基準部

労災補償課長殿

厚生労働省労働基準局労災補償部

補償課長補佐(医療福祉担当)

労災診療費審査体制等充実強化対策事業に係る留意事項等について

平成 22年度の労災診療費審査体制等充実強化対策事業(以下「委託事業」という。)

については、下記の事業者(以下「受託者」という。)と契約を締結したので了知すると

ともに、当該受託者と連携して行う労災診療費審査点検等業務については、下記の事項

に留意した上で実施されたい。

記

1 、委託事業の受託者について

平成 22年度の受託者は、企画競争による選定結果に基づ、き財団法人労災保険情報セ

ンターに決定したこと。
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2 委託事業に係る業務の留意事項について

平成 22年度の委託事業の業務内容については、「企画書作成のための仕様書(以下

「仕様書」という 0)J (別添)に基づいてその範囲を定めているので、自局の委託業務

の範囲を厳格に把握・整理し、速やかに必要な見直しを行うことにより的確な審査点

検事務が行われるよう受託者との連携に万全を期すこと。また、委託業務の範囲及び

労災診療費審査点検等業務において、留意する事項は次のとおりである。

(1)受付事務等に係る業務

仕様書別添1の「労災診療費審査体制等充実強化対策事業に係る事業範囲の詳細」

第 1章第 1節 Iで定めるレセプト等の受領については、労働局から引き渡すことと

されているが、受託者から提案された「企画書」に基づ、き、労災診療被災労働者援

護事業補助事業の事業者である財団法人労災保険情報センターが契約労災指定医療

機関から受理したレセプト等については、情報漏えい防止の観点から労働局に移動



させることなく、直接受託者へ引き渡すこととしている。

(2 )労災診療費審査委員会運営に係る補助業務

仕様書別添 1の「労災診療費審査体制等充実強化対策事業に係る事業範囲の詳細J

第 1章第 1節の Eの 3で定める労災診療費審査委員会当日の補助業務は、疑義内容

の伝達、委員の意見確認、疑義付隻への記載等としているが、あくまで運営主体は

労働局であり受託者は補助的立場であることから、その役割分担を再度確認するこ

と。

(3 )労災診療費審査点検等業務統計の集計処理

労災診療費審査点検等業務統計の集計処理については、本年度においても、平成

21年4月 1日付け事務連絡記の 2に基づき実施するものであること。
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企画書作成のための仕様書

1 事業名

労災診療焚審査体制等充実強化対策事業

2 事業の目的及び内容 1 

本事業は、労災補償行政の円滑な運営及び被災労働者への迅速・適正な労災保険給付

による保護に資するため、労災診療貸等の請求書等についての審査点検事務の補助、労

災診療費データの集積管理、労災診療費に係る情報提供等を行うことにより、労災診療

費等の審査体制の強化等を目的とした委託事業である。

上記目的を達成するため、以下(1)からは)までの業務を行う。

(1)労災診療費等に係る審査点検事務の補助等

労災指定医療機関等から提出された労働者災害補償保険診療費請求書、労働者災害

補償保険薬剤費請求書、アフターケア委託費請求書、労災保険訪問看護費用請求書、

労働者災害補償保険二次健康診断等費用請求普及び各請求書に係る請求内訳書(以下

「レセプト」という。)等の審査点検事務の補助、労災指定医療機関等への照会、労

災診療費審査委員会の運営補助等を行う業務である。

(2) 長期療養者に係る療養経過一覧表作成等

長期療養者に係るレセプトを基に、療養経過の一覧表を作成した上で、専門医の所

見を徴し、その結果を行政に報告する業務である。

(3 )労災診療費に係る情報提供等

インターネットによる労災診療費に関する情報の提供や、労災診療費に係る相談等

を行う業務である。

(4)労災診療費に係る実態調査等

労災指定医療機関等から提出されるレセプトを基に、労災診療費に係る診療行為別

構成比率等の実態を調査する等の業務である。

3 事業の実施期間及び範囲等

(1)事業の笑施期間

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(2 )事業の範囲

事業については上記2 (1)から (4)までであり、別添1r労災診療費審査体制

等充実強化対策事業に係る事業範囲の詳細J (以下「事業範囲詳細」という。)のと

おりである。

(3)事業のスケジュール

よ記2(1)については、別添2r労災診療費審査体制等充実強化対策事業に係る

月間標準スケジュール(労災診療費)J (以下「月間標準スケジュール」という。)

に基づき行うこと。

なお、都道府県労働局(以下「労働局Jという。)において、月間標準スケジュー

ルの日程を変更する場合がある。



4 委託の対象となる予定件数等

(1)労働者災害補償保険診療費請求書等(参考:平成20年度実績(別添3-1)) 
ア 労働者災害補償保険診療費請求書等(レセプトを含む)約310万件

イ 労働者災害補償保険薬剤費請求書等( " ) 約90万件

ウ アフターケア委託費請求書(." ) 約55万件

ヱ 労災保険訪問看護費用請求書等( // ) 約1万件

オ 労働者災害補償保険二次健康診断等費用請求書( " )約5万件

(2)長期療養者に係る療養経過一覧表作成等(参考:平成20年度実績(別添3-2)) 
ア療養経過一覧表作成件数:約400件
イ 所見書作成件数 :約350件

(3)労災診療費に係る情報提供等(参考:平成20年度実績(別添3-3)) 
インターネットのトップページアクセス数:約30万件以上

相談対応(面談、文書、電話、メール)約4万件以上

(4)労災診療費に係る実態調査等(参考:平成20年度実績(別添3-4)) 
調査様式(102種類) :レセプト 1万件分以上

労災指定医療機関の設立形態の確認調査:約1300件以上

5 特殊な技術及び設備等の条件

(1)労災診療費算定基準をはじめ、労災保険制度について知悉していること。特に、労

災保険制度における傷病の取扱いに関する専門的な知識を有していること。

なお、 「労災保険制度における傷病の取扱いに関する専門的な知識」とは、次のと

おりである。

ア 労働災害発生状況からどのような傷病が生じるか等の知識

イ 労災保険の診療範囲として適切か否か、私病に係る診療内容が含まれていないか

等を判断するために必要とされる医学的な知識。

ウ 労災保険における「治ゆ」の概念等に関する知識。

エ 労災保険における「再発J の概念等に関する知識。

(2)本事業を全国斉一的に行える体制にあること。

なお、 「全国斉一的に行える体制」とは、次のとおりである。

ア 各労働局の所在地(別添4)から公共交通機関により概ね60分以内で到達する

場所に事務所を設置し、又は設置できる体制をいう。

なお、上記における体制整備を行うに当たり、委託者が提示する場所(現行受託

者が使用している事務所(別添5))における事務所の設置を希望する場合は、該

当する都府県に事務所を設誼し、又は設置できるものに代わるものとする。

イ 上記アを統括する組織(本部機能)を有し、かっ、厚生労働本省から公共交通機

闘により概ね60分以内で到達できる場所に本部機能を有する事務所を設置するこ

と。

(3)上記 (2) において委託者が提示する場所における事務所の設置を希望する場合、

現行受託者及び家主等との調整や契約等の手続きは契約候補者決定後まで控えること。

なお、調設の結果、設置が困難となった場合は、端末装置(別添6-別紙2)を満た

し、かっ、 NTT東日本(西日本)の光回線設備を備えた事務所を別途確保する必要



がおることに留意すること。

(4)本事業では労災行政情報管理システムに係る端末装鷺(以下「端末装置jという。)

を使用する必要があるため、契約期間開始までに(但し、委託者の責に帰すべき事由

による場合を除く。)、上記 (2)における事務所(以下「地方事務所J という。)

において端末装置が設置可能であること。

なお、・詳細については、次のとおりである。

ア 端末装置を設置する予定の事務所については、国が指定する業者(別添6)によ

り端末装置の設置が可能であることが確認された事務所とし、企画競争への参加を

希望する者は、そのための調査に係る申込み等を当該業者に対して行い、当該業者

の受領確認印が押印された rI労災診療費審査体制等充実強化対策事業における端

末設置可能確認」申込書兼到着確認書』の写しを、参加資格適合証明書提出時に別

途添付すること。

また、調査結果等において確認を受けた事務所については、受託者事務所一覧表

(別添7)に記載の上、 2月19日(金)までに提出するものとする。

イ 上記の確認を得るために要する経費は、応募者の負担とする。

ウ 端末装置の設置条件及び設置所裏面積については、別添8のとおりである。

エ 受託後における端末装置の設置、移設(受託者の都合による場合ついては別途協

議する。)及び撤去に伴う費用、並びに回線使用料等は、国が負担するものとする。

オ 上記 (2)において、委託者が提示する場所における事務所の設置を希望した場

合、上記ア及びイについてはこの限りではない。

(5) 本事業ではレセプト管理システム(以下「レセ管システム」という。)を使用する

必要があるため、契約期間関始までに、地方事務所においてレセ管システムが設置可

能であること。

ア レセ管システムの設置条件及び設置所要面積については、別添9のとおりである。

イ 地方事務所への移設は次期委託契約期間開始前までに終えるものとし、その経費

は国が負担するものとする。

ウ 受託後におけるレセ管システムの設置、移設(受託者の都合による場合について

/ は別途協議する。)及び撤去に伴う費用等は、国が負担するものとする。

エ 上記 (2) において、委託者が提示する場所における事務所の設置を希望した場

合、上記イについてはこの限りではない。

(6) 医師会等関係団体及び医療機関等と中立な関係にあり、本業務を円滑に実施する上

で特段の支障が認められないこと。

6 職員の配置等

(1) 本部機能を有する事務所には本事業全体を統括する責任者を常時配置すること。

(2) 各地方事務所には労災保険制度を知悉している管理者を常時1名以上配置するこ

と、及び診療費審査点検事務についての実務経験がある又はこれに相当する知識を

有する職員を必要数配置すること。

7 危険負担

受託者は、本業務に従事する要員の資質、規律保持、風紀及び衛生並びに健康に関す

ること等の人事管理及び要員の責めに起因して発生した火災・盗難等不祥事が発生した

場合の一切の責任を負うこと。なお、その他危険負担については別添10 r危険負担表」



のとおりとする。

8 委託事業の引継

受託老と次期受託者が異なる場合の引継については以下のt:.おりとする。

(1)受託者は次期受託者に対し、事業範囲詳細に記載されている各業務に関し、次期委

託契約期間開始前までに引継を完了しなければならない。

(2)受託者は受託期間内に取得した全データ及び委託者が指定するものを、次期委託契

約期間開始前までに次期受託者に引き継がなければならない。

(3) 引継期聞は、次期委託契約候補者決定日から次期委託契約期間開始目前日までとす

る。

(4，)引継に要する経費ば両受託者の負担とする。

なお、上記 (3) の期間内に引継が完了しなかった場合は、引き続き両受託者の負

担により行うこととする。

(5)受託者は引継ぎを実施した旨の報告を、次期受託者は引継ぎを受けた旨の報告を次 ( 

期委託契約期間の開始までに委託者へそれeぞれ報告すること。 I

9 成果物の納入等

(1)労災診療費等に係る審査点検事務の補助等

ア 労災診療費等の審査点検結果に係る報告書を提出すること。

イ 厚生労働省が指定する業務統計等を提出すること。

(2)長期療養者に係る療養経過一覧表作成等

労働局が依頼した長期療養者に係る診療内容の一覧表作成等の実績を報告すること。

(3)労災診療費に係る情報提供等

事業の実施期間終了後、実施結果報告書により提供結果を提出すること。

(4)労災診療費に係る実態調査等

厚生労働本省が別途指示する日時までに、調査結果を提出すること。

10 個人情報保護 { 

個人情報の保護を徹底するため、少なくとも別添11 r個人情報に係る措置等につい

て」の要件を満たしていること。

また、セキュリティに関しでは、別添12の厚生労働省情報セキュリティポリシーに

準じたものを厚生労働本省と協議の上作成し、それを遵守すること。

11 労災診療被災労働者援護事業を実施している事業者との連携

厚生労働省の補助事業である労災診療被災労働者援護事業(以下「援護事業」という。)

を実施するためには、本委託事業における労災診療費の請求データの活用が不可欠であ

る。このため、下記(1)及び (2)を遵守すること。

(1)事業範囲詳細の第1章第1節 15 r受付後のレセプト等に係るFDの作成及び送付j

においては、労働局からレセプト等を受領した後3日以内(土曜、日曜、祝日を除く。)

に、 FDを援護事業実施者へ送付すること。

(2)事業範囲詳細の第1章第1節Nl(5) r厚生労働省から OCR装置へ配信されたデ

ータの提供jにおいては、労災診療費支払入力締切日の翌日にデータの配信があるので、
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支払入力締切日後2日以内(土曜、日曜、祝日を除く。)に、 FDを援護事業実施者

へ送付すること。
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第 1章 労災診療費等に係る審査点検事務の補助等

第 1節 労災診療費審査点検事務の補助等

I 労働者災害補償保険診療費請求書等の受領

1 労働者災害補償保険診療費請求書(以下「労災診療費請求書」という。)、

診療費請求内訳書(以下「レセプト」という。)及び療養(補償)給付たる療養

の給付請求書等の写じ(以下「給付請求書」という。)の受領

1(1)都道府県労働局(以下「労働局」という)から労災診療費請求書・レセ

プト(以下「レセプト等」という。)及び給付請求書が送付されるので、送

付票に記載されたレセプト等の送付枚数、及び労災診療費請求書に記載さ ( 

れたレセプトの添付枚数をそれぞれ照合、確認後、送付票に受託者が用意

する受付日付印(以下「受託者受付印J.という。)を押印し、受付簿へ記録

すること。

(2)不備のため返戻したレセプト等が再提出:された際、受託者受付印を労働

局が指定す石箇所に押印;じ、不備返戻整理簿へ記録すること。

2 受領後の事務処理

(1)労災診療費請求書に受付年月日を記入

押印されてい8労働局受付印の受付年月日を、労災診療費請求書の「②

受付年月日」欄へ記入。

(2)記載内容の確認

ア 労災診療費請求書の確認を行うこと。

イ レセプトに記載された「①新継再別」かち「⑬合計額」まで、労働者 f 

の氏名、事業の名称、所在地榔の確認を行うこと。 、

ウ レセプト等に記載された全項目 (r⑪初診」以降を除く。)の内容の照

合・確認を、記入漏れを含め行うこと。

エ 初回請求分と 2回目以降請求分に関係書類の区分を行うこと。

(3 )記載事項の照会

請求内容に不備があったものや、疑義等のあるものについては、事前に

労働局へ照会内容の確認を行った上で、労災指定医療機関等に対し電話照

会等による補正、確認、又は必要に応じ不備返戻等を行うこと。

3 レセプトの写しの送付処理

(1)上記2 (2)エにおいて初回請求分に区分したレセプトについては、そ

の写しを作成すること。

(2)レセプトに記載された労働保険番号を基に、速やかにレセプトの写しを

傷病労働者が所属する事業場を所轄する労働基準監督署(以下「所轄署j

という。)へ送付すること。

-4-



事前点検前の機械処理

レセプト等を、労災診療費審査体制等充実強化対策事業受託者の地方事務所

(以下「地方事務所」という。)において、労災行政情報管理システムに係る

端末装置(以下 roCR装置」という。)に入力すること。

4 

受付後のレセプト等に係る FDの作成及び送付

厚生労働省(以下「委託者」という。)の補助対象事業者である労災診療被

災労働者援護事業者地方事務所(以下「援護事業者地方事務所Jという。)に

対し、当該事業の契約医療機関に係るレセプト等のデータのみをFDに出力し、

労働局からレセプト等を受領後3日以内(土曜、日曜、祝日を除く。)に送付

すあこと。

5 

受付後のレセプト等に係る受付簿作成

当該データを活用し、受付簿を作成すること。

6 
/ 

， 

II 審査点検事務の補助業務

1 点検

(1)レセプト等の事前点検

昭和 51年1月13日付け基発第 12号「労災診療費算定基準について(最

終改定 t平成20年3月31日付け基発第 0331018号)1等に基づき(改定

が行われた場合は、改定通達に基づき)、全レセプト等の「全項目」につい

て、委託者が必要と認めあ範毘で与給付請求書を活用し、給付すべき診療

行為であ?iか及び労災診療費の算定として適正であ?iかについて公平に事

前点検を行うこと。

特に、労働局は次の事項に重点を置いて審査を行うことから事前点検に

おいて留意す石こと。

ア 業務上の災害又は通勤災害によ?i傷病に対す?i給付対象として、適正

であるか。

(ア)レセプトに記載されている傷病の部位及び傷病名が、労働災害及び

通勤災害によるものとして妥当であるか否か。

(イ)療養中にレセプトへ追加記載された新たな傷病等が、私病によるも

のではなく、原傷病、業務上の災害又は通勤災害によるものとして妥

当であるか否か。

(ウ)傷病名、傷病の程度、療養経過を踏まえ、療養の内容等から症状固

定に該当する可能性があるか否か。

(エ)傷病が再発である場合に、再発として該当する可能性があるか否か。

イ 内容が労災診療費の請求として適正であるか。

(ア)労災診療費算定基準に定められた、健康保険の診療報酬点数表及び

労災保険独自の特例的な算定に基づいているか否か。

(イ)業務上の災害又は通勤災害による傷病に対し、医学的に必要と認め

られる診療行為に基づいた算定であるか否か。
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ウ その他労働局が定める事前点検を的確に行うこと。

(2 )疑義事項の全てに対して疑義付築(審査点検用)作成

単純な請求誤り、解釈誤りに該当する可能性があるレセプトについては、

疑義付筆及びレセプトに修正案(請求金額の積み上げ再計算等)を記載す

ること。その他の判断を要するレセプトについては、疑義付書留に疑義内容

や根拠等を記載すること。

(3)電話等による労災指定医療機関等への照会

請求内容について、労働局が示した事前点検内容と照らし合わせて事実

確認等が必要な場合は、事前に労働局ヘ照会内容の確認を行った上で、労

災指定医療機関等へ照会す.Qこと。

(4)事前点検終了後の労働局への報告

2 労働局における審査の補助

(1)疑義事項についての説明

受託者は、労働局から指定された場所で、疑義内容及びレセプトの修正

内容に関する照会に対する説明を行うこと。

(2)疑義付鐘への記載

労働局におけ右審査により判断された請求について、その判断根拠等を
疑義付筆に記載す芯こと。

(3)労災診療費審査委員会へ付託するレセプトの選定候補の抽出

労災診療費審査委員会(以下「審査委員会」という。)へ諮るレセプトの

選定候補を抽出すあこと。

3 審査委員会に係.Q逮営補助

(1)疑義付錯(審査委員会等用)作成

土記2 (3)により選定された、審査委員会に諮.Qレセプトについて、

疑義付鐘(審査委員会等用)を作成す.Qこと。

(2)開催準備

労働局が指定する会場において審査委員会を開催するので、会場設営等

の補助を行うこと。また、付託対象となるレセプトについて、照会状(回

答書)その他医学文献資料等を準備しておくこと。

(3)審査委員会における対応

ア 疑義内容の伝達、委員の意見を確認、疑義付錆に記載すること。

イ 委員からの指示により、労災指定医療機関等への照会(委員の照会内

容の主旨と合致しているかなど、事前に労働局へ照会内容の確認等を行

うこと。)。

ウ議事録の作成。

4 審査委員会における審査終了後の処理

(1)疑義が解決した事案については、疑義付築等に内容を記入

(2)疑義が解決しなかった事案については、疑義付築に経過等を記入

(3)審査点検結果報告書を作成し、受付簿の写しを添付して労働局ヘ送付
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(4)労災診療費請求書への「審査済印」の押印

国 審査点検事務の補助業務終了後の処理

1 審査後の機械処理

(1)データ入力

労働局における査定後にレセプト等が地方事務所に返戻されるので、そ

の内容を次回の支払締め日までにOCR装置ヘ入力すること。

(2)配信後処理及び支払前修正入力処理

ア データ入力後、半日単位で「診療費チェックリスト」等がOCR装置

付属のプリンター(以下「プリンター」という。)から出力されるので、

入力データの確認を行うこと。確認の結果、調査の必要が生じた場合は、

労働局へ報告すること。それ以外で、形式エラー及び入力時の誤読によ

るエラー等を除き、修正処理を要するものについては、労働局において

修正帳棄を作成するので、地方事務所でOCR装置に入力を行うこと。

イ データ入力後、 1日単位で「診療費転帰後請求リスト」、「継続データ

チェックリスト」等のリストがプリンターから出力されるので、適宜確

認を行い、修正処理を要す.Qものについては、労働局において修正帳票

を作成するので、地方事務所でOCR装置に入力を行うこと。また、労

働局の判断が必要な場合は、労働局へ報告す.Q.こと。

2 不支給・保僅処理

(1)不支給決定となる場合及び保留とな石場合は￥労働局において修正帳票

を作成す.Qので、地方事務所でOCR装置に入力すること。

(2)不支給、保留又はOCR装糧入力エラー(以下「エラーj という。)とな

ったレセプトがある場合は、労災診療費請求書来から分離し、当該請求書

の余白に労働者氏名、金額及び保留等の理由を記入すること。

(3 )分離した不支給、保留又はエラーとなったレセプトは、労災診療費請求

書の写しを作成すること。

このうち、不支給分については所轄暑から送付される関係資料と併せて

不支給綴りに編隷すること。

また、保留分については、処理が確定するまでの問、所定の場所に保管

しておくこと。

(4)所轄暑において労災保険の適用外により不支給となった事案については、

上記 (2)(3)と同じ。

3 査定通知書等の作成及び発送

労働局から依頼があった場合には、査定理由等を記載した査定通知書等を

適宜作成し、労働局名で労災指定医療機関等ヘ送付すること。

4 リスト等関連書類の労働局への送付

(1)労災指定医療機関(国立の病院を除く)等に係るもの
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支払期別己厚生労働省から送付される「診療費審査確認書J及び「診療

費審査確認内訳書」を支払処理済のレセプト等、修正帳薬及び診療費チェ

ックリスト等関連書類と照合、確認を行い、速やかに労働局へ送付するこ

と。

(2)国立の病院に係るもの

支払期別に厚生労働省から配信される「診療費支出決定通知書」及び「診

療費支出調書(国庫内移管用)Jを支払処理請のレセプト等、修正帳票及び

診療費チェックリスト等関連書類と照合、確認を行い、速やかに労働局ヘ

送付すること。

その後、速やかに「診療費支出調書(国庫内移管用)J及び「診療費支出

決定通知書J を労働局へ送付すること。

5 労災診療費請求書への「支払済印」の押印

労働局から f診療費審査確認書」等を受取後、労災診療費請求書の余白に労 ( 

働局が指定する「支払済印」を押印すること。

6 証拠書編綴

(1)労災指定医療機関(国立の病院を除{)等に係oもの

ァ r診療費審査確認書i は与レセプト等とともに証拠香の最初に編綴す

主Sこと。
イ 機械処理が終Tじたレセプト等については、労災指定医療機関番号順

に支払月別に編親す石、こと。

なお、保留又はエラーが解消され支払が行われた場合も同様に編綴す

石乙と。 1

ウ 疑義付聾等については、ルセプトから分離し、イと同様に編綴するこ

と。

エ 編綴の完了したレセアト等は労働局へ引き渡すこと。(

(2) 国立の病院に係るもの

ア 「診療費支出決定書」が労働局で作成され、受託者に送付されるので

レセプト等とともに証拠書の最初に編綴すること。

イ 以下(1)イ~エと同じ。

W その他

1 その他の事務処理

(1)特殊事案

不正受給等が疑われる事案については、速やかに労働局へ連絡すること。

(2 )不支給・保留処理及び労働保険番号、生年月日、傷病年月日、年金証書

番号(以下「給付キー」という。)の変更入力

ア 調査保留となった場合は、労働局において修正帳票を作成するので、

地方事務所でOCR装置に入力すること。

また、保留解除となった場合も、労働局において修正帳票を作成する
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ので、地方事務所でOCR装置に入力すること。

イ 所轄署において、給付キーを修正した場合、所轄暑から修正帳票が送

付されるので、地方事務所においてレセプト等の修正を行うこと。

(3)支払後の修正入力処理

支払後の修正については、修正帳菜を労働局において作成するので、地

方事務所においてOCR装置に入力すること。

(4)管理業務

支払入力締切日後に「支払状況一覧表」、「未処理事案一覧表」、「不支給

処理リスト」、「保留一覧表」、 r5号未登録レセプトチェックリスト」及び

「治ゆ死亡登録後エラーレセプトリスト」等が送付されるので、レセプト

等との照合及び労働局へ照会等を行うこと。

また、別途指示するリスト等については、速やかに労働局へ送付するこ

と。

¥ (5)厚生労働省から OCR装置へ配信されたデータの提供

支払入力済レセプト等に係るデータが支払入力締切日の土曜、日曜、祝

日を除く 1日後に OCR装置へ配信されあので、 FDに出力し、支払入力

締切日後土曜、日曜、祝日を除く 2日以内に、 FDを援護事業者地方事務

所へ送付すること。

2 レセプト等の管理・保管

レセプト等は、国の支出計算書付属証拠警となあ重要な書類であることか

ら、紛失等の事故がないよう、その管理・保管については万全を期すこと。

3 労災診療費データの集積管理及び情報提供

(1)レセプト管理システムの整備
審査点検事務の補助並びに厚生労働省、労働局及び所轄著へのレセプト

f 等の情報提供に資するため、現行受託者が使用する以下の要件を満たした

レセプト管理システム(以下「レセ管システム」という o )を国への帰属

後に地方事務所ヘ設置し、入力処理等行うこと。

ア 次期受託者は現行受託者と十分調整の上、次期委託期間開始の前々日

までにレセ管システムの移設を各事務所において完了しておくこと。

イ レセ管システムに、レセプト等の情報を電子化のための入力、及びス

トックする (5年分)こと。

なお、受託期間開始時においては、前受託期間に係るレセプト等の情

報を電子化のため入力すること。

ウ 平成21年度の現行受託者が使用しているハードウエアは、受託者が

賃貸借していることに留意のこと。

エ 平成21年度の現行受託者が使用しているソフトウエアに係る著作権

は、現行受託者が所有していないことに留意のこと。

(2)労働局及び所轄署へのレセプト等の情報の提供

厚生労働省、労錯局及び所轄署からレセプト等の情報提供を直接依頼さ

れた場合には、原則3日以内(土曜、日曜、祝日を除く)に回答できる体
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制を確保すること。

(参考)
① ハードウエアおよびソフトウエア

OS サーバー:WindowsServer2003R2 SP2 
クフイアント:Wi n d 0胃sXPProfessiontl SP2 

データペース Microsoft SQLServer2000 SP3A 
スキャナー 富士通 fi-6750s
プリンター RICOH IPSiO SP6220 
その他動作環境 Microsoft ACCESS2002 Office XP SP2 

ARCservj Backup r12 for Windows SP1 
HP StorageWorks LT02 Ultrium448ト7'ドライプ(大、中特規模)

HP StorageWorks DAT160 SASテー7'ドライ7'(中、小特、小規模)

② 開発環境

基本シスァム Microsoft VisualC+刊.0
Microsoft VisualBasic6. 0 SP6 
Mlcrosoft ACCESS2002 
L.ead:Toold2J 

データベース Microsoft SQUervar2000 SP3A 
インストーフー InstallSkiald: Developer7 

4 労災指定医療機関等かちの請求傾向に問、す7.i情報提供

労災診療費の適正弘いを確保するため、審査点検事務の補助等の業務を行

うことにより得られたデータを用い、請求項目別に請求誤り等が多い労災指

定医療機関を集計し、別途定め7.i様式により取りまとめの上、労働局ヘ報告

すること。

(1)報告対象となる労災指定医療機関等の選定 ( 

労災診療費の審査点検事務の補助等の業務を通じ、直近3ヵ月分のレセ

プト等を対象とし、金額、件数、内容等の観点において請求誤りの多い労

災指定医療機関等として把握しでいるものから選定すること。

なお、選定に当たっては、各都道府県の実情に応じ、具体的な選定基準

を労働局と調整すること。

(2)報告方法等

委託者が指定する様式Eこより、請求誤りの具体的内容を示し、必要に応

じレセプト等の写しを添付すること。また、報告時期は原則として年3回

目途とし、 1回の報告時に北海道、東京、神奈川、愛知、大阪、兵庫、福

岡に係る分については10医療機関、その他は5医療機関以上を報告する

こと。
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第2節 労災薬剤費審査点検事務の補助等

I 労働者災害補償保険薬剤費請求書等の受領

1 労働者災害補償保険薬剤費請求書(以下「労災薬剤費請求書」という。)、

薬剤費請求内訳書(以下「レセプトJという。)及び療養(補償)給付たる療

養の給付請求書等の写し(以下「給付請求書」という。)の受領

(1)労働局から労災薬剤費請求書・レセプト(以下「レセプト等」という。)

及び給付請求書が送付されるので、送付票に記載されたレセプト等の送付

枚数、及び労災薬剤費請求書に記載されたレセプトの添付枚数をそれぞれ

照合、確認後、送付票に受託者が用意する受付日付印(以下「受託者受付

印」という。)を押印し、受付簿ヘ記録すること

(2)不備のため返戻したレセプト等が再提出された際、受託者受付印を労働

局が指定する箇所に押印し、不備返戻整理簿ヘ記録すること

2 受領後の事務処理

(1)労災薬剤費請求書に受付年月日を記入

押印された労働局受付印の受付年月日を、労災薬剤費請求書の受付年月

日棟へ記入。

(2)記載内容の確認

ア労災薬剤費請求書の確認を行うこと。

イ レセプトに記載された「②労働保険番号」から「⑫合計額J まで、労

働者の氏名与事業の名称も所在地欄の確認を行うこと。

ウ レセプト等に記載された全項目(処方、調剤に係8欄を除く。)の内容

の照合・確認を、記入漏れを含め行うこと。

(3 )記載事項の照会

請求内容に不備があったものや、疑義等のあるものについては、事前に

労働局へ照会内容の確認を行った上で、労災指定薬局に対し電話照会等に

よる補正、確認、又は必要に応じ不備返戻等を行うこと。

3 読売l数量をレセプトの調剤数量欄に記入

II 審査点検事務の補助業務

労災診療費と同様の取扱となるため、第1章第1節Il r審査点検事務の補助

業務」を参照のこと。

なお、当該文中の「労災指定医療機関等」については、「労災指定薬局」と読

み替えること。

E 審査点検事務の補助業務終了後の処理

1 審査後の機械処理

(1 )データ入カ
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労働局における査定後にレセプト等が地方事務所に返戻されるので、そ

の内容を次回の支払締め日までにOCR装置へ入力すること。

(2)配信後処理及び支払前修正入力処理

ア データ入力後、半日単位で「診療費チェックリスト」等がOCR装置

付属のプリンター(以下「プリンター」という。)から出力されるので、

入力データの確認を行うこと。確認の結果、調査の必要が生じた場合は、

労働局へ報告すること。ぞれ以外で、形式エラー及び入力時の誤読によ

るエラー等を除き、修正処理を要するものについては、労働局において

修正帳票を作成するので、地方事務所でOCR装置に入力すること。

イ データ入力後、 1日単位で「診療費転帰後請求リストJ、「継続データ

チェックリスト」等のリストがプリンターから出力されるので、適宜確

認を行い、修正処理を要するものについては、労働局において修正帳票

を作成するので、地方事務所でOCR装置に入力すること。また、労働 ( 

局の判断が必要な場合は労働局へ報告すること。

2 不支給・保留処理

(1)不支給決定となる場合及び保留となる場合は、労働局において修正帳票

を作成するので、地方事務所でOCR装置に入力すおこと。

(2 )不支給与保笹又はOCR装置入力エラー{以下「エラー」という。)とな

ったレセプトがあ石場合には、労災薬剤費請求書束から分離し、当該請求

書の余白に労働者氏名、金額及び保留等の理由を記入す.:5，こと。

(3)分離じた不支給、保留又はエラーとなったレセプトは、労災薬剤費請求

書の写しを作成すあこと。

この今ち不支給分については、所轄暑か8送付される関係資料と併せて

不支給綴りに編綴すること。

また、保留分については処理が確定す石までの問、所定の場所に保管す

る こ と 。 (

(4)所轄暑において、労災保険の適用外により不支給となった案件について

は、上記 (2) (3) と同じ取扱いとする。

3 リスト等関連書類の労働局への送付

支払期別に厚生労働省から送付される「診療費審査確認書」及び「診療費

審査確認内訳書」を支払処理済の労災薬剤費請求書、レセプト、修正帳票及

び診療費チェックリスト等関連書類と照合、確認を行い、速やかに労働局ヘ

送付すること。

4 労災薬剤費請求書への「支払済E!lJの押印

労働局から「診療費審査確認書」等を受取後、労災薬剤費請求書の余白に

労働局が指定する「支払済EPJを押印すること。

5 証拠書編綴

(1) r診療費審査確認書」は、レセプト等とともに証拠書の最初に編綴するこ
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と。

(2)機械処理が終了したレセプト等については、.労災指定薬局番号順に支払

月別に編綴すること。

なお、保留又はエラーが解消され支払が行われた場合も同様に編綴する

こと。

(3)疑義付築等については、レセプトから分離し、 (2) と同様に編綴するこ

と。

(4)編績の完了したレセプト等は労働局ヘ引き渡すこと。

W その他

労災診療費と同様の取扱いとなるため、第1章第1節IV1 rその他の事務処

理J 及び2rレセプト等の管理 ι 保管」を参照のこと。
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第3節 労災訪問看護費用請求書審査点検等

I 労災保険訪問看護費用請求書等の受領

1 受領処理

F 

(1)労働基準監督署(以下「監督署」という。)から労災保険訪問看護費用詩

求書及び労災保険訪問看護費用請求内訳書(以下「レセプト等」という。)

等が送付されるので、送付票に記載されたレセプト等の送付枚数ぉ及び労.

災保険訪問看護費用請求書(以下「労災訪問看護請求書」という。)に記載

された労災保険訪問看護費用請求内訳書(以下「レセプト j という。)の添

付枚数をそれぞれ照合、確認後、送付票に受託者が用意する受付日付印(以

下「受託者受付印」という。)を押印し、受付簿へ記録すること

(2)不備のため返戻したレセプト等が再提出された際、受託者受付印を監督

箸が指定する箇所に押印し、不備返戻整理簿ヘ記録す，Qこと

2 受領後の事務処理

(1)レセプト等に記載された内容の照合ト確認を、記入漏れを含め行うこと

は)記載事項の照会

請求内容に不備があったものや、疑義等のああものについては、事前に

労働局へ照会内容の確認を行った上で、労災指定訪問看護事業者に対し電

話照会等による補正、確認、又は必吾妻に応じ不備返戻等を行うこと。

H 審査点検事務の補助業務

1 レセプト等の事前点検

平成20年 3月5日厚生労働省告示第67号別表「訪問看護療養費にかか

る指定訪問看護の貸用の額の算定方法」及び平成6年9月30日付け基発第 ( 

610号「労災保険における訪問看護の取扱いについてJ に基づき、全レセ

プト等の「全項目」について事前点検を行うこと。

2 疑義事項の全てに対して疑義付築作成

単純な請求誤り、解釈誤りに該当する可能性があるレセプトについては、

疑義付鑓及びレセプトに修正案(請求金額の積み上げ再計算等)を記載する

こと。

その他の判断を要するレセプトについては、疑義付築に疑義内容や根拠等

を記載すること。

3 電話等による労災指定訪問看護事業者への照会

請求内容について、労働局が示した事前点検内容と照らし合わせて事実確

認等が必要な場合は、事前に労働局へ照会内容の確認を行った上、労災指定

訪問看護事業者へ照会すること。
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4 レセプト等の監督署への送付

審査点検結果報告書を作成し、レセプト等とともに管轄する監督署ヘ送付す

ること。
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第4節 二次健康診断等給付請求書審査点検等

I 二次健康診断等給付請求書等の受領

1 受領処理

(1)健診給付医療機関等を所轄する都道府県労働局(以下「健診給付医療機

関等所轄局J という。)から二次健康診断等給付請求書、労働者災害補償保

険二次健康診断等費用請求書、二次健康診断等費用請求内訳書及び一次健

康診断結果書(以下「レセプト等」という。)等が送付されるので、送付票

に記載されたレセプト等の送付枚数、及び労働者災害補償保険二次健康診

断等費用請求書(以下「費用請求書」という。)に記載された二次健康診断

等費用請求内訳書(以下「レセプト」という。)の添付枚数をそれぞれ照合、

確認後、送付票に受託者が用意する受付日付印(以下「受託者受付印」と

いう。)を押印し、受付簿へ記録すること

(2)不備のため返戻したレセプト等が再提出された際、受託者受付印を労働

局が指定する筒所に押印し、不備返戻整理簿へ記録す忍こと

2 受領後の事務処理

(1)レセプト等に記載された内容の照合・確認を、記入漏れを含め行うこと

(2)記載事項の照会

請求内容に不備があったものや、疑義等のあQものについては、事前に

労働局へ照会内容の確認を行った上でも健診給付医療機関等に対し電話照

会等による補正、確認、又は必要に応じ不備返戻等を行うこと。

II 審査点検事務・の補助業務

1 レセプト等の事前点検 、、 ( 

平成 13年3月31日付け基発第233号「労働者災害補償保険法及び労 ( 

働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律等の施行につい

てJ 及び平成 13年3月31日付け基発第234号「労災保険二次健診等給

付医療機関の指定及び指定取消事務取扱準則」に基づき、全レセプト等の「全

項目」について点検すること。

2 疑義事項の全てに対して疑義付書道等作成

(1)疑義付築の作成

単純な請求誤り、解釈誤りに該当する可能性があるレセプト等について

は、疑義付築及びレセプトに修正案(請求金額の積み上げ再計算等)を記

載すること。

その他の判断を要するレセプト等については、疑義付鐘に疑義内容や根

拠等を記載すること。

(2) 二次健康診断等給付請求書審査点検結果報告書の作成
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3 電話等による健診給付医療機関等への照会

請求内容について、労働局が示した事前点検内容と照らし合わせて事実確

認等が必要な場合は、事前に労働局ヘ照会内容の確認を行.った上、健診給付

医療機関等ヘ照会すること。

4 事前点検後の機械処理

(1)レセプト等のOCR装置入力

レセプト等をOCR装置に入力すること。

なお、入力の順番は「労災保険業務機械処理事務手引J に基づき行うこ

と。

(2) OCR装置入力後の処理

ア二次健康診断等給付請求書

(ア)二次健康診断等給付請求書(以下「給付請求書」という。)入力の翌

目、 1日単位で「給付請求書処理結果一覧表」がOCR装置付属のプ

リンター(以下「プリンター」という。)から出力されるので、入力内

容と照合を行うこと。確認の結果、調査の必要が生じた場合、又は形

式エラーや入力持の誤読によ石エラーを除き修正処理を要する場合は、

労働局へ報告すること。

(イ)形式エラー又はOCR装置入力時の誤読によあエラーになった場合

は、その原因を確認した上で、再入力又は修正帳棄を作成のうえ修正

を行うこと。

また、県内分(健診給付医療機関等所轄局と事業場所轄労働局が同

ーの請求等)で地方事務所において解決できないものについては、労

働局へ相談すおこと。なお、県外分で地方事務所において解決できな

いものについては、事業場を管轄すあ労働局へ修正I懐棄を送付するこ

と。

! イ 費用請求書及びレセプト

(ア)入力の半日後、「二次健康診断費用チェックリスト」がプリンター

から出力されるので、入力データの確認を行うこと。

(イ) OCR装置入力エラーになった場合は、その原因を確認した上で、

再入力又は修正帳票を作成のうえ修正を行うこと。

また、地方事務所において解決できないものについては、労働局ヘ

相談すること。

5 レセプト等の労働局への送付

(1)県内分(健診給付医療機関等所轄労働局と事業場所轄労働局が同ーの請

求等)

レセプト等、疑義付筆、二次健康診断費用チェックリスト、二次健康診

断等給付請求書審査点検結果報告書及び修正帳票等を医療機関等所轄労働

局ヘ送付すること。

(2)県外分(健診給付医療機関等所轄労働局と事業場所轄労働局が異なる請

ー17-



求等)

ア 健診給付医療機関等所轄労働局

給付請求書及び二次健康診断等給付請求書審査点検結果報告書の写し、

費用請求書、レセプト、疑義付築、こ次健康診断費用チェックリスト及-

ぴ修正帳票等を送付すること。

イ 事業場所轄労働局

レセプト及び疑義付錯並びに二次健康診断費用チェックリストの写し、

給付請求書、一次健康診断結果書、及び二次健康診断等給付請求書審査

点検結果報告書等を送付すること。

E 審査点検事務の補助業務終了後の処理

1 修正帳票の入力

労働局から請求情報(費用請求書、レセプト情報)に係る修正l帳票が送付

された場合には、地方事務所でOCR装置に入力を行うこと。

2 修正帳票の送付

上記13 (2.)ア(イ)及びイ(イ)において?地方事務所でOCR装置に

入力した修正帳票を労働局へ送付す7.iこと。
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第5節 アフターケア委託費審査点検等

I アフターケア委託費請求書等の受領

1 受領処理

(1)労働局からアフターケア委託費請求書及びアフターケア委託費請求内訳

書(以下「レセプト等」という。)等が送付されるので、送付票に記載され

たレセプト等の送付枚数、及びアフターケア委託費請求書(以下「請求書」

という。)に記載されたアフターケア委託費請求内訳書(以下「レセプれ

という。)の添付枚数をそれぞれ照合、確認後、送付棄に受託者が用意する

受付日付印(以下「受託者受付印」という。)を押印し、受付簿ヘ記録する

こと

(2)不備のため返戻されたレセプト等が再提出された際、受託者受付印を労

働局が指定する館所に押印し、不備返戻整理簿へ記録すること

2 受領後の事務処理

(1)記載内容の確認
ア請求書の確認を行うこと

イ レセプトに記載された「③診察年月日J (薬局用の場合は f@処方年月

日J) から f@合計額Jまで、受診者の氏名等の欄の確認を行うこと

ウ レセプト等に記載された内容の療合・確認をも記入漏れを含め行うこ

と
(2)記載事項の照会

請求内容に不備があったものや、疑義等のあるものについては、事前に

労働局へ照会内容の確認を行った上で、電話照会等による補正、確認、又

は必要に応じ不備返戻等を行うこと。

II 審査点検事務の補助業務

1 レセプト等の事前点検

アフターケア規程集に基づき、全レセプト等の「全項目Jについて点検す

ること。

2 疑義事項の全てに対して疑義付築作成

3 電話等による労災指定医療機関等への照会

請求内容について、労働局が示した事前点検内容と照らし合わせて事実確

認等が必要な場合は、事前に労働局ヘ照会内容の確認を行った上で、労災指

定医療機関等へ照会すること。

4 レセプト等の労働局への送付

審査点検結果報告書を作成し、レセプト等とともに労働局へ送付すること。
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なお、保留されているレセプトについては、「保留中」であることが判るよ

うにした上で送付すること。
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第2章 長期療養者に係る療養経過一覧表作成等

l レセプトを基にした長期療養者に係る療養経過一覧表作成等

1 一覧表の作成等

(1)労働局から、長期療養者に係るレセプトを基にした療養経過一覧表の作

成を地方事務所へ依頼するので、一覧表作成の上、これらを用いて、委託

する専門医(治療内容、投薬内容から治療効果及び症状の安定の有無を判

断した経験のある整形外科等を専門とする医師に限る。)に「症状の安定の

有無等」、「治療効果の有無」及び「治ゆ見込み等」を記載した所見書を作

成することo

(2) レセプトの分析等を依頼する対象となる長期療養者に当たっては、以下

のア及びイのいずれの要件にも該当する者とする。

ア 療養開始から 3年以上経過した者

イ 骨折及び関節の障害により療養中の者

(3) レセプトの分析等に係る対象期聞は、原則として直近の l年分とする。

2 

3 

地方事務所から労働局への報告

地方事務所は、労働局から依摸された長期療養者に係る療養経過の一覧表

等の作成が終了した場合に除、当該一覧表及び専門医からの所見書に係る対

象期間分のレセプトの写じを添付しも労働局に提出すoこと。

なお、労働局の依頼を受けてかGZ箇月を目途に報告を行うこと。

局医協議会等への出席及び説明

労働局が、上記2により報告を受けた療養経過一覧表及びレセプトについ

て、局労災医療協議会等において説明を求めoことがある。

II 長期療養者に係るレセプト(写)の提供等

労働局から、長期療養者に係るレセプト(写)の提供等を地方事務所へ依頼す

るので、地方事務所においては、依頼された者について、直近6ヶ月のレセプ

トを抽出し、診療機関、診療日数、傷病名、診療内容及び傷病の経過等の情報

を添付し、労働局に当該レセプトの写しを提供すること。

なお、上記に係る様式については別途指示する。
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第 3章 労災診療費に係る情報提供等

I インターネットを活用じた情報提供

1 労災診療費に係る情報を労災指定医療機関等に広報・周知するため、イン

ターネットを活用し情報提供事業を行う。コンテンツについては以下のとお

りとする。

(1)都道府県労働局及び労働基準監督署の案内について

(2 )労災診療費算定基準について

(3)請求誤り事例について

(4)その他厚生労働本省が受託者と協議の上依頼するもの

2 使用する情報提供機器等は、年間トップページアクセス数30万件を目処

に受託者が用意すること。(

3 各コンテンツについては、インターネット上に公開する前に、厚生労働省

の承諾を得ること。

4 受諾者は年度終T後与トップペhージ及(}-(工)アからウまでのコンテンツ

の年間アクセス数を取りI まとめ、厚生労働本省へ報告すあこと。

II 労災診療費に係る相談
戸

1 本部機能を有す.Q事務所]Jt(}-地方事務所等におけあ相談業務

(1)本部機能を有すあ事務所及び地方事務所(以下「地方事務所等」という。)

においては、労災診療費の当該事業に係.Q相談を受け付けること。

( 2)相談に対すあ回答については、マニュアル等を作成し、地方事務所等にお

いて斉一的な回答を行うこと。

(3)相談は地方事務所等において受付けるほか、電話、インターネット等あち

ゆる手法を活用すること。

(4)相読者のプライパシーに留意すること。

(5)相談事案に対して速やかに回答すること。

(6)地方事務所等においては相談日誌を作成し、相談内容は相談の都度、相談

日誌に記入すること。なお、相談日誌の様式、形式は問わない。

2 労働局への連絡

ア 労災かくし又は労災保険の不正受給と思われる相談については、労働局

に相談内容を連絡すること。

イ 労災指定医療機関等の不正請求と思われる相談についても、労働局に相

談内容を連絡すること。

3 相談事案等の取りまとめ等

受託者は、上記1及び2の相談内容を翌月末までに集計すること。
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また、年度終了後に月単位で地方事務所等又は事案別などの項目別に相談

実施状況を作成し、実施結果報告書により厚生労働本省ヘ報告すること。

4 相談業務の実施について、ホームページ、ポスター等の配布、雑誌への掲

載等あらゆるチャンネルを活用した広報に努めること。

。
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第4章 労災診療費に係る実態調査等

1 労災診療費に係る実態調査について

本調査は、健康保険の診療報酬点数表の改定により労災診療費が財政的にど

の程度影響を受けるか計算するために必要な労災診療費の構成比等の調査(以

下「通常調査」という。)及びー 「医師会、歯科医師会」、「看護師等の人材確

保の促進に関する法律第14条第1項による指定を受けた公益法人J、「宗教法

人」及び「上記以外の公益法人」により設立された医療機関についての調査(以

下「特定医療機関調査J という。)から構成される。

2 通常調査について

通常調査における調査対象、レセプトの抽出方法、集計要領、結果報告期限

等については、別添の労災診療費実態調査実施要領のとおりとすること。(

3 特定医療機関調査について

(1)医療機関に対すあ謂査

労働局は、「医師会与歯科医師会μ 「看護師等の人材確保の促進に関する法

律第14条第I項による指定を受けた公益法人」、「宗教法入J及び「上記以

外の公益法人」により設立された医療機関名を受託者に通知するので、受託

者は、当該医療機関に対し委託者が別途定め8様式により照合し、回答書を

収集すること。
(2) 労働局に対する報告

受託者はも回答書に基づき委託者が別途定める様式に取りまとめの上、平
成 23年 3月末日までに局に送付す忍こと。

、
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(別添)

労災診療費実態調査実施要領

1 調査対象

平成22年 10月支払い済分 (7月以降の診療月分に限る。)の診療費請

求内訳書(以下「レセプト」という。)とすること。

なお、調査内容については、必要に応じ変更する場合があること。

2 抽出方法

レセプトを「入院」と「入院外」に区分し、別紙 1-1 r労災診療費実態

調査抽出件数表」により抽出すること。

L なお、抽出に当たっては、系統抽出法により無作為に抽出することとし、

特定の医療揖関等に偏ることのないよう留意すること。

3 集計要領

別紙2 r労災診療費実態調査集計要領Jにより集計を行い、都道府県別支

払済実件数を抽出件数で除した復元倍率(小数点以下第6位を四捨五入し、

小数点以下第5位まで求め?i0 )により復元した後、様式に従い集計表を作

成すあこと。

(一般集計)

表 1 労災診療費行為別実態調査集計表

(特別集計)

表2 労災診療費行為別個別項目実態調査集計表(医学管理等)

表3 労災診療費行為別個別項目実態調査集計表(在宅医療)

表4 労災診療費行為別個別項目実態調査集計表(処置)

表5 労災診療費行為別個別項目実態調査集計表(手術)

表6 労災診療費行為別個別項目実態調査集計表(函像診断料)

表7 労災診療費行為別個別項目実態謡査集計表(リハビリテーション)

表8 労災診療費行為別個別項目実態調査集計表(入院基本料等加算)

表9 労災診療費行為別個別項目実態調査集計表(特定入院料)

表10 病棟区分別・入院期間別・施設基準別入院基本料算定日数

4 薬剤費レセプトに関する実態調査

(1)抽出方法

別紙 1一2r労災診療費実態調査抽出件数表(薬剤費) j の件数の薬剤

-
5
 

nJ-



資レセプトについて、系統抽出法により無作為に抽出すること。

(2 )集計要領

調剤料に係る後発医薬品調剤加算の算定件数をカウントし、調剤料の算

定に対する後発医薬品調剤加算算定割合を別添の様式で作成する。

表 11調剤料区分別「後発医薬品調剤加算」算定割合調査集計表

5 結果報告

上記3及び4で作成した集計結果について、平成23年3月末日までに、

厚生労働本省へ報告すること。

6 その他

平成 22年度診療報酬の改定内容により、集計表の項目等、調査内容の詳

細について変更があり得あ乙と。
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2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

労災診療費実態調査抽出件数表(診療費)

入 院 入 院 外 4口h 

北 海道 320 521 
青森 県 34 52 
岩手県 34 53 
宮城県 52 92 
秋田 県 35 68 
山形県 24 55 
福島県 51 93 
茨 城 県 45 82 
栃木 県 43 77 
群馬県 49 98 
埼玉 県 104 255 
千葉 県 95 205 
東京都 178 522 
神奈川県 142 330 
新 潟 県 53 133 
富山県 37 55 
石川県 40 52 
福 井 県 27 39 
山梨 県 29 36 
長野県 42 88 
岐車県 50 128 
静岡県 69 198 
愛知県 155 379 
一重県 55 138 
滋賀県 27 73 
京都府 61 171 
大阪府 240 553 
兵 庫 県 151 284 
奈良県 34 65 
和歌山県 42 80 
鳥取 県 18 24 
島根県 21 35 
岡 山 県 80 132 
広島県 96 197 
山口県 47 72 
徳島県 38 73 
香川県 37 51 
愛媛県 79 130 
高知県 57 115 
福岡県 202 270 
佐賀県 28 39 
長崎県 57 79 
熊本県 75 100 
大分県 76 160 
宮崎県 52 97 
鹿児島県 51 83 
沖縄 県 14 22 

合 計 3.346 6.654 
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月IJ紙1-1

計
841 
86 
871 
144 
103 
79 
144 
127 
120 
147 
359 
300 
700 
472 
186 
92 
92 
66 
65 
1301 
178 
267 
5341 
193 
100 
232 
7931 
435 
99 
122 
421 
56 

212 
293 
119 
111 
88 
209 
172 
472 
67 
136 
175 
236 
149 
134 
36 

10，000 



別紙1-2

労災診療費実態調査抽出件数表(薬剤費)

件数
1 ~t ?寄 道 84 
2 主同主 森 県 9 
3 耳山吉 手 県 9 
4 F白品『 城 県 14 
5 秋. 回 県 10 
6 山 育長 県 8 
7 干冨 島 県 14 
8 占次ー 城 県 13 
9 4后 木 県 12 
10 君平 馬 県 15 
11 埼 玉 県 36 
12 千 葉 県 30 
13 東 尽 者日 70 
14 神 z3宮』司 JII 県 47 
15 新 潟 県 19 
16 富 山 県 9 
17 石 111 県 9 
18 千冨 井 県 7 
19 山 梨 県 6 
20 長 野 県 13 
21 岐 皐 県 18 
22 静 岡 県 27 
23 愛 長日 県 53 
24 重 県 19 
25 j滋 賀 県 10 
26 京 者H 府 23 
27 大 阪 府 79 
28 兵 庫 県 44 
29 ョ月』ミ 良 県 10 
30 和歌 山 県 12 
31 鳥 取 県 4 
32 島 ヰ艮 県 6 
33 岡 山 県 21 I 
34 広 島 県 29 I 
35 山 口 県 12 I 
36 徳 島 県 11 I 
37 香 JII 県 9 
38 愛 b表 県 21 
39 1奇 長日 県 17 
40 干高 岡 県 47 
41 {左 賀 県 7 
42 長 崎 県 14 
43 BE 本 県 17 
44 大 分 県 24 
45 { 邑 崎 県 15 
46 鹿 L宅 島 県 13 
47 j中 車電 県 4 

合 計 1，000 
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別紙2
労災診療費実態調査集計要領

1 労災診療費実態調査集計(一般集計)

労災診療費行為別実態調査集計表・・・表 1

全国計

イ 診療科別、病院 (20 0床未満ト病院 (20 0床以上)・診療所別、入院・入院外別の診療費行為区分

の集計

9病院 (200床以上) ・内科系・入院、 23

〉病 (以)・内
10病院 (200床以上)・内科系・入院外ノ

9 

病院

(200床以上)

11病院 (200床以上) ・その他・入院、 24

〉病 (以)・そ

12病院 (200床以上)・その他・入院外ノ

32 

総括

13診療所・外科系

14診療所・外科系

15診療 所 ・内科系

万一時昨
-
L
lノ

院

外
入

院

入

外

16診療所・内科系

お

診、l〉
f
lノ

院

外

入

院

入

内 L診 療 fJr 

17診 療所，その他

18診療所その他

幻

執

務

可
〉
J

院

外

入

院

入

そ
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ロ 病院 (200床未満)・病院 (200床以上)・診療所別、入院・入院外別の診療費行為区分の集計

下記の 1~.9 の区分により集計すること。

入
ヴ，

「
ー
ー
ー
ー
〉
f
l
l
l
J

院

院

院

入

入

入

満

上
未

以

床

床
0

0

所

n

u

n

u

 

2
ω

療

院

院

病

病

診

1
ム

nJ

“
円
。

院

9 

総 括

外院入
。。

、ーーー
l
〉

I
l
l
l
J

外

外

外

院

院
入

入

院

制

u
u

入

来

以

床

床

n

u

n

u

 

o

o

所

内
。
つ
白

(

(

療

院

院

病

病

診

A

a

F

b

n

o

 

〈診療科区分〉

内 手ヰ 系 外 科 系 そ の 他

内 科 外 科 日良 科|

診療 内科 整形外科 耳 鼻 咽 喉科i
精 神科 形成外科 皮脂科

神 経 科 脳神経外科 泌尿器科

呼吸器科 呼吸器外科 放射線科

消化器科 心臓血管外科 l溜科日腔外科

循環 器科 1ハピ1トション線科
‘ 

2 労災診療費実態調査集計(特別集計)

(1)労災診療費行為別個別項目実態調査集計表ーー表 2~表 9
表 2から表 9に定める診療項目について、件数(回数、単位数)、点数及び金額を集計し作成すること。

(2 )病棟区分別・入院期間別・施設基準別入医院基本料算定日数・・表10
表10に定める入院基本料について、病棟区分別・入院期間別及び施設基準別に入院基本料算定日数を集

計し作成することロ
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¥ 

平成 年 月支払分 労災診療費行為別実態調査集計表 {病院診綴所外将来内科m その他入院・ λ院外・ IS!;5)

""診伐実周役会計 自} 目1 (!ii34， II 

l寸豆 ロ
3 U 

@点，. @企額. @現元世企甜

@t 1大m5毎信区回仰袋分÷詰小0た計3 p 
1 区成÷ 分@ 比喫l'れ@R成品内す@ 依低

2会 慢 行品別区分 I由民禍缶司 ，.， x在記倍串〉

E会 2 句;::';:

J字筋加算

車

i 68 A2主主医主E主主学丘主主盟管主型理主北主盟智E 
，. 

事
2 

2 
，. 

自車乙付L 3 ，. 
4色

3 

置 4 ，. ) 

a 
当2絵2。

主↓

王手

術 5 ，. } 

5-3 

まこL

!被丑 ミ青葉ドI ， 【@

主"

V例防“ 内市、J砂

ILlo'ld 'J，色

，. } 

p 曙市f需石 川
ヰ

J、
ピ

リ

』}11 1 -6  b、;~! フー s 盟f~主仰主 l 【@

シ

'1IL; IfD.>'If15. (I!:~ ! 

ヨ

a〉5J4 τ，---rτ~ 

λ 1 

2 

， 

一5- 一M ・ l

ss 四-4s -戸d

院 g (@ } 

5-

5-8 i'lpnl 

1::，:' 
r 

h 

# 

1議て
3盟lm41管主室主主皇税呈

IIII.!.J 

の '" 
5 I@ t 

8 
n 

1m. ↑".11"11;，11 

合許
@ 

L一一一 〕旦
1… 
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巳"
『、a

平成年月支払分 労災診療費行為別個別項目実態調査集計表

唱J

分区 コド
ド

診 療 行 為 sll 区 分

BOOO 30 1 

B001 302 

B001 303 

B001 304 

B001 305 

B001 30 6' I入

B001 307 

B001 308 ースメ

B001 309 

8001 310 

学医
B001 3 1 1 

人'>!i'工島q心眼p 

BOOl 3 1 2 

管 BOOI-4 313 

直~手..笠術，....豊後I!!理 8001-5 3 1 4 

等 BOOI-6 3 1 5 

B002 3 1 6 

B006 3 1 7 

8006-3 3 1 8 J畏陸時 IJノ、ピPテ}ショ

B007 
33 21 9o 退薬剤院前管，

B006 

8009 
33z 221 I1診診療療情情報報提提供供掛料 ((llj) ) 

6010 

8011-3 323 

324 Iその他

合 言十

公 表 2

(由明 ;2{立ま [第3 Z四捨五 。)

(;l2 @ 自由 @ D 但]

所定点数 点 回
数 回

点
数 ，R.， 

{@金×単額価)円 復{@元×笹後元回倍串数) 円| 定 足 点 数 復(⑤元Xifje金po'同額円 構成比
同

225/147/67 

470 

250 

130 

130 

60 

170 

2305 

130 

6000 

1192 

305 

350/220 

500 

300 

410 

350 

250 

500 

10 

o C 。 。 C C 。

/¥  /""¥ 
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平成年月支払分 労災診旅費行為別個別項目実態調査集計表

μ @ 

分区
コ

コド
ド

官会 す菅 行 為 日l 区 分

COOO 4 0 1 往信平

COOl 402 #宰i 「訪 害事

COOZ 403 

C003 404 

C004 405 

C005 406 

t亙方匡z宅宅問宅患訪看患者問Z者E訪指訪リハ示問問料苓者ピ剤援リテ管・指ー理指湾シ料毎ョ号: 
COQG 407 

C007 408 

C008 409 

C10Q 410 =理科

CJ03 4 1 1 2 ( 

CJ04 4 1 2 

E庄2町-成中自心分己栄導静脈養震主指栄主

ミ打

clo5 4 1 3 ，料法1

CI06 414 

CI07 4 1 5 
宜住宅宅入悪t

在 C108 416 

tE 長韮宅 CI09 417 

在H在町E=宅宅宅讃待宮ボ肺町高宮たン切ベ血き加圧阿り産E訴佐l 医 Cll1 4 1 8 

療 C11 419 = 

C15'/ 420 

C15f 4 

C159 4 

C160 4 |在宅呼 ツト加耳

C161 424 1注入

C162 425 経イ管ス栄ポ」琵法ザ用ブ栄ノレ養カ菅テ;，:ッ ト克明
CJ ;3 426 際諒427 

F支耳京荏ご存子~&-{Il.万落E肩吉否丈京烹豆三428 

429 
tF7型管デ理j

430 

Clt5S 4 3 1 ，;t 

C}(>9 432 |気管切開

433 lその他

合 計

所定点数 占 回

650 

830 

650 

30C 

300 

550 

!.~(] 

Z50C 

3000 

250C 

180( 

2800 

1500 

101 

15' 
9( 

46Z0 

3970/880 

2000 

1000 

2001J 

6001 

1210 

2500 

600 

10000 

1500 

{旦 @ 

数 回
，有。

数 ，在

o 

@ 

r 
1 

(@金x単額価)円

表3

(也羽小数点4 ~ 2Jft主で{第3 iλ1 ) 
@ ⑦ 也} @ 

復f由元V首後Z 回I命豆数、1l'-JC致点叡 1'11_7< ，笠舎j罪
構成比

E 円 円

。 。 o 
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平成年月支払分 労災診療費行為別個別項目実態調査集計表

① @ 

!分区 コド ロド 診 療 行 為 ~'J 区 分

JOOO 501 

国r童皇l傷傷傷処処処置置置 I 2 3 JOOO 502 

JOOO 503 

JOOO 504 t4 
JOOO 

555000756 |l隙宣熱傷傷傷
5 

1001 1 
JOOl t2 
JOOl 508 ~3 
JOOl 509 t4 
JOOl 510 

日p童苦言44e 

t5 
JOOI-2 511 
JOOI-3 5'2 '又i

処 JOOI-4 13 
JOOI-4 14 2 
J001-4 15 ー3

JOOI-4 516 t4 
JOOl-4 517 5 
JOOI-7 518 |爪甲除去

1001-8 519 

静静堂JOOI-9 520 

J002 521 
J005 522 
J006 523 「多子lll'J

置 J007 524 胸雄 主l

J008 525 
J009 

527 |同人夏工腔穿気胸刺.]010 

1011 528 
J015 529 

Fリ状ン腺パ節穿刺等穿刺J016 530 

J017 531 |子タ'ーノレの局所注入

J018 532 貰EE号I
J018-2 533 担 ~51 
J019 534 

I|胸持胃続控持続的内胸出ド腔血レ排ナドー除レナジージJ019-2 535 
J020 536 

表4ー①

r伺 oL ~2{立ま [第3r問捨市 、)) 

@ ω @ @ 哩)

所定点数 点 回
数 回 点

数 i有、
(@)金X 単額価}円 復(@元X置後元回情率数) 円 復(@)元xt 点ヰー数 11足元， 金額

構 成 比
円

、閣
円

45 

49 

75 

140 

250 

135 

147 

225 
420 

125C 

50C 
50C 
90 
98 
150 
280 
500 

45 

45 

45 
45/21 

300 
220 
140 

220 
250 
230 

80/90 
130 
120 
1000 

550 
5Q 

〆~ー\

一/ー¥



ω 
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平成年月文払分 労災診探.，1:行為別個別項目実態調査集計表

分区 コド
コ

"轟開> 療 qf 去も zrJ 区 分

年首続使的腹腔ドレナージ1021 537 

1022-2 53B 

}024 539 

J025 刷協社
1026 

541 ι E屯E補人吸助入工J026-2 542 16.¥"'7;;; 足気法

1026-3 543 子型主

1027 544 

J043-3 54.5 ス

1044 546 救1おのた

J044 i47 I体 号面ベーシング法

JOI ;48 1 

処 調 |人工時 t2 

;50 [人 こ同 ，3 

551 ッサージ1

552 F ッサージz

民芸
553 カ 『ンターショック

554 
2f7f1司ヰ洗軟t管争処置 1

555 

1053 i56 fi?siii 2 

1053 57 
処今lLEL 4 2 

J053 5B 

1053 559 l也 ら5

置 560 1 

561 ，2 

562 ~N 1 

563 正日 '2 
j-2 564 イ?ーントフォレ}ゼ

)05B 565 

J060 566 n~i1Gi争

1063 567 

J064 56B 毘

J116 569 

J116- 570 [粘(情) :入
511 ガン 'Y 〉〆1 手宿泊IJi

Jl16- 572 ガン リ ンJ:E1r$:j 

所定点せ 回

点

55C 

10C 

" 6， 
16( 

6E 

lsC 

70/10C 

40C 

40C 

220 

745 

250 

40点加耳

3500 

240 

45 

49 

75 

140 

~5C 

45 

15C 

2170 

2.800 

BO 

80 

BO 

③ 

数

回

. 

，-
¥ 

(@叫

回 @ @ 

点 数車 (0金x単額価}問復元笹回数円

。、

表4 ②

… 瞳o @ I-~ 

l誼(0元×宜後元{点:a*数1円 構成比

、
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平成年月支払分 労災診療費行為別個別項目実態調査集計表

@ 

区 コ コ

診 療 行 為 目l 区 分

分 ド ド

Jll7 573 よる

JI18 574 
J118-2 575 

J118-3 576 

J1I9 577 ， 1 

Jl19 578 2 
Jl19 579 ~ 3 イ

処 JI19 580 c3 ロ

J¥l9 581 

1119-2 5B2 懐

1119-3 5B3 低 ワ
Jl19-4 5B4 

J120 585 
置 Jl21 5B6 

J200 

5田豊
5B9 

590 

591 1;耳 'ス
592 lその他
jロs、 百十

表4一③

(哩引 "、持J刷 r2位まで[第 ー入)) 

@ @ @ @ ① @ @ 

金 額 復元桂回悟率数) 復 z後点{音率数) 復(⑤元×龍後王金惜率額) 
所定点数 回 数 点 数 ((j) x単価) (@x宮元 ((j)x宮元 構 成 比

j長 回 点 円 円 円 円

50 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

24 

35 

35 
35 
24 

60 
45 
170 

， 

r--¥ ~\ 
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""" 

平成年月支払分 労災診;)~百貨行為別個別項目実態調査集計表

分区 コド 3 ド EZ 言 行 品 sIJ 区 分

JOOO 501 1 

JOOO i1l2 

550034 AI創傷耳也処
JOOO 13 
)000 <4 
JQQ(J 505 

)001 506 ~1 
JOOl 507 12 

)001 506 ~3 

J001 509 l-! 
JOOl 510 

陣1出鎖容、骨自sEl時又也固EI土E肋定5i 1 JOOI-2 5 

/001-3 512 

処 )01-4 513 1 

H 514 Z 

4 515 3 
-4 516 4 
-4 517 5 

JOOI-7 516 

R串Eド洞刺甲レ除}排切去阿瞳ン1f前告をI後沼ヨ市ー注入ド
JOOl-8 519 

JOOl-9 520 ，ム
1002 521 
r005 522 

1006 523 
置 ro07 524 liiIl侍

)06 525 

)09 526 |人コ
110 527 日

J011 528 

J015 529 甲:

)016 530 I ~ 
)017 531 |エ空三-}竺d

532 

J 2 533 司担1黄気

534 rレナージ

535 
536 I r.1持符

@ 

所定点、苛 ，在 回
故 E 点

4~ 

49 

15 
14( 

25C 

13ii 
147 

22定

420 

1250 
500 
5町

90 
95 

150 
280[ 
500 
45 
45 
45 

45/21 
30( 

220 
14( 
22( 

25( 

~30 

60， 
130 
120 

10m 
45 
12( 

550 

.r 

世主 @ @ 

数 点
(@金×単額個)同|弘容，竺里会

円

，2位まで[第十 :λJ J 
⑦ 』旦

I現{@zxr後日点目白数、
|張(@元x寵日元{音率獄) 円

円

表4ー①

(1. 5倍)

d百

構成比



I 
ι必。。

平成年月支払分 労災診療費行為別個別項目実態調査集計表

!l @ 

区
コド コド 診 援 行 為 目j 区 分

分
J021 537 持描続鷹的腹腔ド
J022-2 538 

J024 539 lõ~幸四 1

J025 540 

J026 541 !入法

J026-2 542 ，，，，，スタ

J026-3 543 

体高天外気下=式圧亨陰酸圧疋素蚕人治→療工日J027 544 

J043-3 545 

J044 546 こめの気管内挿管
J044-2 547 

工工呼呼吸吸 21 
r046 548 

処 r045 549 

J045 550 
、ド開工胸呼的吸，3b?  

J046 551 1 

J046 552 '2 

J047 553 1ウンターショック

J050 554 

処処置置12 
J053 555 

J053 556 

1053 557 '" 処処置置43 
1053 558 

1053 559 5 

置 J054 560 
E目l内官科科 1 

J054 561 ，2 

J054-2 562 主f1"i
照照射射療療法法21 

J054-2 563 支fl"i
J055"2 564 オン -フォレーゼ
J058 565 

J060 566 

J063 567 2レ言~需吾

;鞍霊童J1 -2 

Jl 3 

J1 5-4 

@ ω 

所定点数 a曹、
回

数 回
A 数 点

550 

100 

65 

65 

160 

65 

160 

70/100 

400 

400 

220 

745 

250 

3500 

240 

45 

49 

75 

140 

25C 

45 

150 

2170 

2800 

200 

80 

60 

40 

40 

80 

80 

80 

80 

r--、

(由%=小数点1;2位まで

ω ω 口

(@金×単額価)円

円

|復(@元×置後元催点率数) 円

/ー¥

LλJ ) 

@ 

復(⑤元×寵後元金倍串額) 

' 

表4ー②
(1. 5倍)

@ 

構 成 比



ω 
但

平成年月支払分 労災診療従行為別個別項目笑態詞査集計表

]) ② 

区 コ コ
晶c~、5 標 17 品 gll 区 分

分 ド ド

Jm  573 罫車事 よるl

J1l8 574 

Jl1B-2 575 

J11B-3 576 油 i正+
J119 577 iñ~処iW: l

Jll! 57B t2 

Jl l~ 579 月 ~3 イ

処 580 t3 ロ

Jtt9 
15E8T1 |穫缶 B 

Jll9-2 

J1l9ω3 583 レーザー照射

J1l9-4 584 

]120 

55国58885578 凶1開l滋産高民部養婦主栄固6人言琵科時定処帯加置;王置 J121 

1200 

589 

590 

591 fス

592 |その他

合 言+

ヘ

③ @ 

所定点数 回 主主 ."' 主主

#. 回 点

50 

35 

35 

35 

35 

3， 
3 

2 

3i 

3! 

24 

60 

" 17' 

-
ー

「

(@% 小数点第2位まで[第

@ @ ⑦ 

(@)金X 単額価) 復(@元x軍後元回{吾率数) 復(Q)元×撞経元点i吾率数) 

円 円 同

，) ) 
唱}

夜[⑤元×置後元金信串額) 

円

表4ー③

(1. 5倍)

@ 

構成比
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平成年月支払分 労災診療費行為別個別項目実践調査集計表

@ 

分区 コド コド 診 療 イ'ープ 晶 ~Ij 区 分

JOOO 501 tl 
JOOO 

602 刷車リ嶋傷処処置置 23 
JOOO 
JOOO 604 

JOOO 606 [5 
1001 606 1: 1 
JOOl 607 [2 

JOOl 608 t3 
JOOl 609 

JOOl 記事霊童帯JOOl-2 
JOOI-3 

処 JOOI-4 tI 
JOOI-4 t2 
JOOI-4 t3 
JOOI-4 ~4 
JOOI-4 t5 
J001-1 518 凡甲除去

JOOI-8 619 ス

JOOI-9 620 Eヨード

J002 621 fレーン法

1006 622 
J006 623 

置 J007 524 買相

J008 525 I胸腔 刺

J009 526 |人工 胸

J010 521 

JOI1 528 

J015 629 

J016 530 

.J011 631 |エタノ
r018 )32 
118- 33 堕隻王
r019 )34 。レナージ

J019-2 ;35 

J020 536 寺続ドレ t-ージ

@ @ 

所定点数 点 回 数 巨
点

数 点

4: 

4! 
7: 
141 

260 

135 
147 

226 
420 

1250 
600 
601 
91 

ー、 9E
15【

281 
501 

4' 
4f 
4， 

45/21 

30( 

22C 
14C 
22C 
25C 
23C 

80/9C 
13C 
12( 

1001 
4E 
12C 
55C 
55C 

6C 

/¥  

"'ヒ4.2イ守主で f第 3
(5) @ 初

(@金'単額価)円間諜ZLl信(@x回致n 同

/ー¥

t四捨五入11 
@ 

|空41fFt舎j事
同

表4 ①
(2. 0倍)

@ 

構 成 比
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平成年月支払分 労災診涜1Jt行為別個別項目実態詞査集計表

唱j

分区
= コ

ド
診 辰 1'1 為 日l 区 分

J021 537 :ド

1022目 2 538 1I高便
J024 539 I f，~i苦t ，1.. 
J025 540 ト

J026 541 =明 、手県

J( ~6-2 542 五マス

~6-3 543 人工呼吸器治療

)27 544 

J043-3 545 ス

J044 546 〉た

1044【 2 547 ベーシンク寸法文

J045 548 ，1 

処 J045 549 !2 

J045 550 ，3 

J046 55¥ 心マッサージ 1

J046 552 心マッサージ 2

J047 553 ， ' 7ンターショック

J050 554 

1053 555 

1053 556 <" 拡4 t2 
1053 557 t3 

1.05: 

5556558 9 0 

[4 

J053 U5 

震 J054 
E見療療法法:

J054 561 

J054-2 562 レー

J054-2 563 fレ 2 

ro55-2 564 
Il2Hイ華寿航院オ減存ン剥浄トフォレーゼ058 565 

060 566 

063 

;甚孟仏J064 

1116 

JllS:"2 

J116-3 

1116-4 572 ガン 伊リ

へ

@ @ 

所定点童文 ，者 国
数 回

.?? 

550 

1O( 

6~ 

6~ 

16C 

65 

16C 

70/4100C C 

400 

220 

745 

250 

350( 

2{0 

45 

49 

75 

140 

250 

45 

150 

2170 

2800 

20( 

80 

60 

40 

40 

80 

80 

80 

80 

¥ 

(@%=，‘軸 1

⑤ ω 

(@金x単額価)円
11!i_元竺@lj年

数 点
円

".白 [気3fU:四捨五入11 

c @ 

復元後点数 復元世金額

円 E 

表4ー②
(2. 0倍)

@ 

構成比
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平成年月支払分 労災診療費行為別個別項目実践調査集計表

D @ 

区 コ コ

診療行 為 別 区 分

分 ド

閣11i-徳達特iによるI
J117 573 

J118 574 

J118-2 ;::畳J118-3 

J119 577 e 1 
J119 578 r2 

J119 579 t3 :..r 
処 J119 580 ~3 ロ

J119 581 

J119-2 582 I腰部文

J1l9-3 583 If!f:出力

J119-4 584 !日T'~ .種子

1120 585 ， 

置 1121 586 ~滋E養部涜固腸定帯ヒ加算J200 587 
588 
589 

トa咽処喉置科処置590 
591 平プス

592 Eの{也

合 言十

一、F

@ @ 

所定点数 回 数 点 数

t膏 回 ，，.， 

50 
35 

35 
35 

35 
35 

35 

24 

35 

35 
35 
24 
60 
45 
170 

4 

〆F 一、、

、唱:>/U-'J""，^'官、~~I.!L.回、、，="

@ @ ⑦ 

(@金×単額恒}
復元後回数

復回、元u 借後z 点，秒間数

円 円 円

/ー¥

J、， ， 

⑥一

I復(@元×恒後元金情率額円) 

表4ー③
(2. 0倍)

@ 

構成比
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平成年月支払分 労災診療貴行為別個別項目実態詞五集計表

曲

分区
ロ コ

11>軍行為別区分

KOOO 

題I¥O()O 
KOOO 

l l ll lRRkt{oo000oo000o o 1 1 1 

議
ll l l l KHH tt00O0O000002 3 2 2 3 

L〆
ン

¥003 

(004 

(005 
1-F1F E 

手

1lll 1Hh、0O00o0000o66 5 s 7 2 

'1!....~ .. ，.1)!""':.: 

や守
1¥009 

1¥009 

E手 術

件器
1¥013 

1¥015 1言 歪お(皮A三車
，，'1 

ーを耐

議量 " 

表 5ー①

(@%=小数点g~ 2{立ま [草 a r四位本 土
@ @ @ @ @ 

点 主主 ，~ {@金〉 単額恒}問i宮(@元x祖桂j(一'll) 円
|寵元品京

穆I@t元X'(元金俗芸事田} 円開講居第巨
円

構成比

sso 

Z 
3・』

D.¥.5( 

2 436( 

芝草

ゴ劃劃

望塑

費



平成年月支払分 労災診療費行為別個別項目実態調査集計表

1 ② 

区

分

ル
コ

-L 
K024 

K025 

ー盟26
K027 
K028 

I K029 
I K030 
I K031 I I 
1 K03310 
1 K034 10 

選

聞
か品行療診

コ
l
l
H
F

同品嘩丑龍王山一山一問一間当謹豊一一一一一

I K035-2 I 0 
I K037 日

I K037.-2 
I K03B 

K039 璽K043 

手

よミ.
よh

l 

一盟主土
--'iQ主主
K044 1071 
K045 1.0 7 2 
K045 f 07a 

術同性~勾

I K046 
I K046 1077 
・ 047 I 0 7 a 
K047-2 I 0 7 9 

「可函F寸ー百五百←I菅
l K049 I 0 8 1 l'王子
l K050108211晋
l K051 I 0 8 3 同母
t K05}-2 I 084 II:t 
I K052 1085 
lK052ベ2t 086 
l 即日 I 087 I骨票仲間時J

i K054 1088 I骨 切 り 荷

l K055-210891大腿骨匝回転骨切り荷

lK055-310901士間骨占甘部 t転千聞を官l:f.

l 問 56 1 091 11急間節手晴

t K057 10921安 部 棺 前 骨 折 捕 正 手 掛

l宅r去をきヲ呈芸ミ三省寺
L官護軍軍

福豆

r-¥ 

表5ー②

[@%=/!、散点第 2i立まで[第 3位四捨王入)) 

-6一寸 @ ⑦ @ 

l 金 額 1m:元桂回数|宮元桂点数|宜元後金額
点 数 I ((j) x単価) I (@X軍元信率)I ((j)x龍元倍率)I (@x軍元情率)

点1 円|円l 円|円

構成比

@ @ 

回数
巨

r-¥ 
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平成年月支 払分 労災診者~1r'行為別個別項目実許信号査集計表

診 苦 行 為 .8IJ s : 分

手

所定点京

f 

〆¥

表 Eー@

自 主主



よ~
0> 

平成年月支払分 労災診療費行為別個別項目実態調査集計表

① @ 

三区主
コ コ

診 痕 fi 品 ~II 匡 分

謹ぅ1首

役手

t切除術

戸ユ

荷

1 
lQ  

手

)-2 

術

17 
m 
119 
20 ， 4 

D-2 ， 5 

!!l'!骨

(12 量霊童

術

ト

表5-@

(@o/a=/J払 JヒJ信2位主で f第 3il四捨五入II

E 11 @ @ ⑦ ③ @ 

既定点散 者 回
韓 日

点、
主主 』告

((j)金スl単価τ} F 問諒そl誠((j)一X直元倍率)FZ けI(室@元xt桂E元金信率額) FE 構成比

64C 
9901 

互1主50l0 

iildol 

望星

210C 
210C 

119701000 0 

33800，ノ1720C

311001 

~ /一¥
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( 

平成年月支払分 労災診療官行為別個別境目実態調査具計表

① ψ 

区 コ コ
診原行為別 区 分

分 ド

ー
霊詰寄璽苛1)i 

手

ビ 2 

術

童三
室量豊I

¥、

ノ 1

表 5ー⑤

;2位まで f第 1 cAJ ) 
@ @ @ @ ① @ @ 

((j) 金X 単額価)円| 誼'''''元y 術後与1回島町数、I ~~守，竺害警 T耳元後金問

点 数 点L
同 E 一回

νj2324B 44n61 95n251 0000o0 0則例nM 叫l 
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'" 

平成年月支 払分 労災診療費行為別個別項目実態調査集計表

@ 

分区 コド コド 全"会， 療 行 品 目l 匡 分

001 
002 

) 3 

) 5 

) 8 主元
K001 I ( ) 9 I Ri I~ 
KOOZ 
K002 

ドマ

撃
'Iym 

K005 
K005 t 0 

手 ~刀D000000565 6 o 

K007 :fl 

術

3 

ト 響詩切附再審 ) 4 

K019 
K020 

l¥Qj 

h讐
) 4 

) 4 

( 

① 

所定点数 I告 回
教 巨

点

125( 

16S( 

20臥

4 

i器
820 
1470 

706川

9450 
2 

4360 

調
4431322168363 ⑪ 3m 1 

1 9361 4354 9600 例m 別別

53601 

497 70 40 0 2 8865 8000 7608 則則刷引

800( 
1440{ 

20600 
470{ 

調

L •一

白 間 的

数 占
(O) 金X単田価}匹陣諒そ

~一、\

r;笛 R

m 
円通L一元夜京1証

、也'^'泉元市 ， 区

!&同怯宥 All

問

隠話5

表5-①
(1. 5倍)

ω 

情成比
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一

平成年月支払分 労災診痕費行為別個別項目実態莞査集計表

区 分 所定点試 回 主主 t脊 主主

表5ー②
(1. 5倍)



巳s・3

? 

平成年月支払分 労災診療費行為別個別項目実態調査集計表

所定点数

r-¥ 

回 散 点数

r-¥ 

表5ー③
(1. 5倍)
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平成年月支 払分 労災診療費行為別個別項目実態調至集計表

l) @ 

分区
コ ヨ

ド

Z主 震 行 晶 sIJ 区 会

K089 2 

14 

0Qill 町 ー術

日 ~豆~笠

E-2 Z 

[(H 

手 E術

;-

術

官汗?

持露吾有者告示宇

耐

亘』生・

K13J 

臨
Kl32 

Kl34 1 

( 

電「 @ 

所定点数 回 主主 同 a草
散 点

" 

1堕t

E 

Z 

量豊
19801 

'$01 

議

¥ 

r(;l 

@ @ 

(@ 金X単額価)同 置(@元X宮世元回倍率数円) 

~ 2j主主1;[第3i!l四捨五λJJ 

⑦ @ 
ll>:元後点盈 復 元 後 金 額

円
‘W 、1....J..'.... 同

表 5ー@
(!. 5倍)

@ 

構成比



U可，、>

平成年月支払分 労災診療費行為別個別項目実態調査集計表

ω @ 

分区
コ コ

診 療 行 晶 即l 区 分

霊童138 

Bりl

手

術
寄宿 口腔・頭部

DO款 書系・副腎

韓謹:

~\ 

③ @ @ 

所定点数 回 zt E 点
量 点

((j)金×単額個)院

3290 

2200C 
97201 

11405000【[ 

主吹イir宇"r管室
@ め

| 復 元 詰 回 数問蒜そ
~ 

八

/一¥

;71. 1 ) 

@ 

南青瓦李京
、 回 以 " " 冒 中 江J 

表5ー⑤
(1. 5倍)

@ 

構成比
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¥ 

平成年月支 払分 労災診療膏行持別個別項目実態語主集計表
!2控室で f第十 L入1) 

表 5ー①
(2. 0倍)

• @ @ @tW~ 1_ (J)@@  

f一t コド| コドl IL 診1 原 行 為 別 E 分 所定点主ーー1126」5S星M0B 由 主主一回 点 詑 点J(!4l金xli'-額冊〕同1

1互元後回隷円!壬元竺点数、円百

(@元x復桂元金修市額)円 構成比

20( 

「「ー
」14 3 

(00¥ I 00 B 1 t'i::i!ï"l r"h~， 2 

【00¥ I 0 0 ~ 11li:'1!'i'''''':1tT3 

重 f-v議書璽

ニ霊 童
三i三 i並国

荷

ifOO-6-i 023 1 C;:~ð'. ~T-~íU~~'f.jjG (~tI:lii;":!J.f~) 2 3~ 

撞鷲預言 ー

lHKK0o0l 113 3 3 

肇重量翠

二H旦0011i‘ 1 

「

46::!I)O竺00
5010/5500 

さ量



U可... 

平 成 年 月 支払分 労災診療費行為zrJ個別項目実態調査集計表

ω ω 

分区
コ

コド 診 捷 行 晶 別

ド
K024 )48 

K026 霊童
K02 

は器 ， • 
謹翠雲量

‘羽~ 

~一KR0003037353〕7 5 づ

E長

手

K044 r3 
K045 

術
1 1 1l EK000044446 6 5 5 

t2 
~3 

K046 7 
1C04 

川1lllHKK《K04000057445d-8 9 0 2 
言入。

日り術

世還 重董

E 分 所定点数 ，脅

• -239333947{ { { 

20501 

6060/ 

33C 
67E 

3111 7456 9840 凶引m 別

440【

360( 

125001 

」旦84単盟5845 2足00L// 出川勺立//辺33翌242旦82乱引制i 

盟i711800笠330凹00/C汚月宮~衰盟盟1弱04/43旦些音34旦E E C 

骨切 7術 |は11689500001165430000/589530E030C 0 

r-¥ 
( 

((a) 0.弘りl、量点i

@ @ ⑤ (6l 

回
数 E 

;0. 
数 点

(@ 金x単額価)同|置(@元×植世元倍回率数'" 

/一¥

官?~，存会予 f隼 R

① 

I !耳元桂点数

同

~同捨宥;\， ， 

居〕

|宮元桂金額

、'" 悶

表5ー②
(2.' 0倍)

@ 

構成比
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巳s、

平成年月支 払分 労災診療費行為即1':;'別項目実態調主集計表

811 区 分

/¥ 

表5 ③
(2. 0倍)



四

σ、

平成年月支 払分 労災診療費行為別個別項目実態調査集計表

① ② 

分区
コ コ

静 震 行 品 目l 巨 分

I一ll Kk0{090oB90gq 9 -0 璽
Eλ R手荷

K093 

K094 I 8 E三
ト 5Z00996 7 

I 9 

盤竺さ|手掌

K098 ; I 

K099 ; 2 

(099-2 l 53 |デュ fイ

~100 l54臨
K101-2 

手

E手術

術

複術

署警警
仁

襲轟 昼去fI 8 0 

131 

仁
31- 1 Iドl置f内を昏重ヂ持本討各''"重さ自t軍~!Z~'唱信帯下1号骨毛弓b培付主言化毎間=呈霊z守t症板詔"喜字描手七5百E術J向出iC;時Zb， 

@ @ 

所定点量 点 回 4ま 恒 点
数 i告

'4( 

15C 
27 

31 
65 

1同1|1 7 0 123553 4660 0633 A000 7788 6228 4330 刷引引叫

」6担4lC 

1 0631 4895 8095 叫刷例別

-19sol 

93201 

Fーl，3四36ー川00」凹/11I79L127i0岨006脚0 0 

( 

.， 

(@)弘 l払 r 管2(守主で f第 2

@ @ ⑦ 

(Il)金x単額畑lF |檀(@元X恒桂元回i音率数同) l寵(Il)元×龍桂元点倍卒数) F 

へ〆~\\

入11 

@ 

| 寵(@元X檀桂元{金音~額1) FZ 

表 5ー@
(2. 0倍)

@ 

構成比

. 
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平成年月支払分 骨災診療費行為別個別項目実態宗室集計表

ω 世)

分区
コ コ

分1'，: 続 行 為 8') 巨

翠
7り

，義量

手

l乞

術

:~ 

所定点z-3z2J  21Gl 

欝

~ ，~\ 

(@%=I/、散点含

@ @ @ E 

回 実祐、 E ，長
数 ι者

((J) 金X1棋頭倒)円
|弘幸，桂回数

円

~~3i主主<; [詰;

⑦ 
|復元按点数

円

[入)) 

ω 
|宮[⑤元X也後元念倍率頭円) 

表 5~⑤
(2. 0倍)

@ 

!r. ;)t Jt 



回

C賂

表6
平成年月支払分 労災診療費行為別実態調査集計表 .，7，2位主で I第 E入11

①~ @ @ @ -5 ←@@  z ぽ コド| コド| 診 療 行 品 別 E 分 所定点数点 回 数巨 点 数点((j)金件額面)区1橿元桂図書区主I~伽草元軍桂元倍点率数Z)1tZ 元桂金額R 構成比

801 イ純 61 

8.0 2 179::~Jv~f~ft~~1J[J31 "tJ !jif~ 6' 

803 ハ草剤 " 

8o 4 Iデ ニ乳居 61 

EOOO I 8 0 5 Ij~HIH.tWi' 111 

EOOl I 8 0 6 イ 6'

回目 |・ 807 庁1 ロ 4 

EOOl 1 8 0 8 1'i')l;li'WT 2 996 

EOOl 1 8 0 9 1'i':I""断3 H 

E001 I 8 1 0'25E  

E00281 1 IlI!il1 65 

E00281 2 lollj2 264 

回02 81 3 提影348

E0021814 居車4 町

E0031815 主3 イ 1820

E0031816 さg ロ 1180

薗田03817 1io'.!fili'1i't.A'l'tt4 1180 

E003 I 8 イ 30(

像回03 I 8 1 9 liã~~IJììÀ$tt 6 ロ 山

凹04 I 8 2 0 I~~B:Jエッ !、スス2線線診診断断料科12 51 
E004 I 821 1~*fr.J.I'Y.p ^~î;.wr$l- 2 4( 

主E少!l.. I EIDO -， 822 !V>''7-tf'7A 1 J30{ 

四 |シ'2醐

シンチ!I'7ム3 220C 

断 lシングル川ンエミッシヨシヨ 坐JRlI lBO( 

lポテト ~ 1 700( 

E10l I 8 2 7 Iポジトロ ~2 .1 750( 

EIOl I 8 2 8 Iボジlロン断層 コンビュー " 1 7間

EIOl 里29Iポジ ロン断層・コジピュ-?-J!.ifli!Hlit1l:J&2I B62! 

102 I 8 3 0 1.m~~!3:WT:t4 3n 
200 3 ンュ』タ 1 イ 851 

曙
32 1 コン.~-タ 1 ロ 相

3旦 |コン'ュータ 12 %【

834 1コンピュータ ~ 3 23航

E四1 1 8 3 5 1.，1iUf!!E，¥，-" /ン脳血読動態検査 2001 

回~旦1樫型3島ζ ューター断眉撮腎 1 イ 123( 

~202 _1 8 3 7 1'"妄真P!I;::ンピュータ ~ 1 0 ~ l08( 
E202 I 8 3 8 Im1K;J:!;~f;;::Iンピュータ 多2 153( 

E203 1839 Iコンピユ}タ 45C 

840 Iその他 ー

合 計 01 .01 

/戸、¥
( 一/ー¥



ιn 
由

平成年月支払分 労災診J長時行為別個別項目実態調査集計表

亘1

分区 コド コド 診 療 行 為 日l 区 分

HOOO 6 0 1 リハピリテーション料(I)

HOOO 6口包 ドリハビリテーション料 (ll)

HOOl 603 I.il リハビリテーション料(1)

リ HOOl 604 w涯白血動管器棋日ハ聖等ピ
!ハピリテーション科 (11)

ノ、 H002 60 5 1テーション料(I)

ヒや H002 6 0 6 |辺助器日ハピ Jテーション (II) 

日 HtJ03 60 7 Jハピリテーション

ア H003 608 事吸器リハビリテーション (II) 

日003.目 Z 60 9 リハピリテーショ F価科

シ H004 6 1 0 
ヨ H005 6 1 

Ilf障宅見古害需E者酢Eド者1日Iハリハピビリテリテーーシシヨンョ料ン料3 ン H006 6 1 
H007 6 1 

6 1 lその他

合 計

/'1 

表 7

(骨羽 小数点量~~位まで[第 3 .f.t四捨王'，)) 
@ 包 @ @ ⑦ @ 

所定点数 点 回 数 回
』在

数 点
(@金X 単額価)同 ~寵{@zx桓Z量元倍四串叡) 円I硯(@元x誼説元点信串数) 円|受元， AR

構成比
円

250 

100 

250 
10( 

18( 
8( 

18( 
8( 

48C 
18~ 

13S/13E 
60( 
lOC 

f { C { 
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平成年月支払分 労災診療費行為別個別項目実態調査集計表

① ② 

区 コ コ

ド
診 療 行 為 glJ 区 分

分 ド
HOOO 60 1 心大血管疾患りハピリァ ション料(1)

HOOO 602 心大血管疾患リハピリァ ション料 (II) 

H001 603 脳血管疾患等リハピリテ ション料(1)

リ ff001 604 脳血管疾患等リハビリァーション料(1!)

ノ、 ff002 605 運動器リハピ日ァ ション料 (0

ヒー H002 606 運動~リハピリァ ション料(1!)

リ H003 607 呼吸器日ハピリァ ション料(1)

ア H003 608 呼吸器リハビリァ ション料 (II)

H003-2・ 609 りハピリア}ション総合計四評価料

シ H004 6 10 摂食機能療法
ヨ H005 6 1 1 視能訓練

ン H006 612 難病患者日ハピリァ ション料

H007 613 障害者Pハピリァ ション料3

6 1 4 その他

合 言十

r-¥ 

③ @ ⑤ 

ム剖. 額
所定点数 回 数 点 数 ( Idl X単価)

，.:a 回 点 円

250 

100 

250 

100 

180 

80 

180 

80 ・
480 

185 
135/135 

600 

100 

。 o o 

/一、¥

(曲%=小数点第Z位まで[第3位四捨五入)) 
@ ⑦ @ 

復 z後回数 復冗後点数 復元後金額
{包)X榎元倍率) (@X寵元倍率) (⑤X甚元悟率)

円 円 円

。 。 。

表 7
(1. 5倍)

@ 

構成比

。
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表 8
平成年月支払分 労災診療時行為別個別項目実態語宣集計表

( (昌弘=小数点宮 [第 3l!l堕j幸玉;¥)1

D ω @ 位 ⑤ @ l1J @ @ 

分区 ロド コド 療 fI 為 即l 区 分 所定点数 ，者 回
数 回

.... 
致 。，#，

(@)金X 単額価]円
l 復，~元、，位後三回帥仰数、l弘元4空L点¥O: t[E⑤R×誼後元輩倍串貌) 円 構成比百歩， 

円 円

A200 7 2 1 60 

A204 722 
地趨問床研医探修支荷担Ili<入 λ 

日fi. 1000 

A204 723 40!Z0 

入 A205 724 600 

A207 725 30 

A210 726 250/250 

院 A.211 7 2 7 '50 

A212 728 
2E超主重I耳{者耳入昔院入院言主主診主加疲加算TI 

300 

A212 7 2 9 100 

基 A213 730 
晋苛接琵補配助竪加加算耳

12 

A 73 1 

A 732 a$官

本 A 733 18/15/12/ 

A21 -2 734 18 

A219 735 

ふ 料 A221 736 3GO/l 

A222 737 
三軍王立E止1 

132/115/901 

A223 73 100/ 

等 A224 73 300( 

A225 74 500 

A226 741 1藍 置S

カ日 A226-2 742 25 

A233 74 3 

A234 744 50 

算 A235 745 20 

A236 746 |持管ハイ ニスク患者 500 

747 |その他

合 計 C G 。 。 o 。 。



'" "" 

平成年月支払分 労災診療費行為別個別項目実態詩査集計表

D ω 

分区 コド コド 診 疲 行 品 ZIJ 区 分

A300 70 1 I~ ;U民主 lイ
A300 702 ロ

A300 703 ス日謀 、2イ

A300 704 1 r2ロ

A301 705 1 

A301 706 ト2

A301-2 707 ノ、ィ ーツ

特
A301-3 

77 00 89 l脳広範卒囲中熱ケ
ット

A304 
定 A3.05 7 1 0 1-lil!!R¥ll!;llEi 1 
入 A305 7 1 1 i トz
院 A306 7 1 2 
料 A308 7131旦31期型三、ピ型テーシ

A308-2 7 1 4 
豆有様療管入理院32 

A309 715 斗1

A309 716 E入院112 

A310 717 

A400 7 1 8 可

719 その他

合 計

切

所定点数 点 回
数 回

19004000 0 

7490 

8890 

8760 

7330 

3700 

5700 

7890 

8890 

7690 

1943 

1680 

2050 

1943 

1570 

3780 

。
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点
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(0)金×単額価)円
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表9

[自明 '2位まで[第 i入)) 
@ ¥1J ③ @ 

復(@元×誼後元回悟串数) 円I 復(@)元X檀後元点倍辛数} 円
復元後金額

構成比
円

o 。 。 。
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① 
大

区分

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

⑦ 

平成 年 月支払済分

②病棟区分
14日以内

一般病棟

入院法本料

療護病棟

入院基本料

結揖病棟

入院基本料

精神病棟

入院基本料

特定機能病院

入院基本料

専門病院

入院基本料

障害者施設樟

入院基本料

有床診療所

入院基本料

有床静痕所時聾

病床入院基本科

合 計
.....ーーー------_.・.--・・・・ー・ーー 一唱ー・日目一一ーーー

柵 成比

( 
J 

/¥ 表10

病棟区分別・入院期間別・施設基準別入院基本料算定日数

(申%=小数点第2位まで[第3位四捨五入)) 

③ 入院期間 (日) 大構成区分比 @施設基準 (件)
大構内成区分訳比

@合計(日) ⑥合計(件〕内訳
15S"-30日 31日-90S旧日-179S 180日以上 O/⑦%  l 2 Z 4 5 6 特 @/①% 

/ / 
/ 

/ / 
V / レ

lパパパ/
/ レ/ V 

/ レ/ / V 
/ 

...ー・ー，押...ーー_.-------・・a畠・・.' 日目・------------



表11 

調剤料区分別「後発医薬品調剤加算J算定割合調査集計表

平成 年 月支払済分 (@%=小数点第2位まで〔第 3位四捨五入J) 

∞ 
.t. 

調剤料区分
調 剤 キヰ 後発医薬品調剤加算 加算算定割合

算定件数 (A) (件) 算定件数 (B) (件) (B/A%) 

内服薬(1剤につき)
l (浸煎薬、湯薬及び一包化薬を除

く)

2 外用薬(1調剤につき)

3 その他薬 (屯服薬、浸煎薬、湯薬、ー
包化及び注射薬)

」口〉、 言十

r-¥ ー/一¥
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労災診療費審査体制等充実強化対策事業に係る月間標準スケジュール(労災診療費)

毎月の日程 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

支払入力締切日(中間期) ※ |タ 支払

支払入力締切日(月末期) ※ 

レセプト等受付締切日 ※ 

レセプト受付時入力期間 O O O 

レセプト等形式チェック期間 O O O 

レセプト等審査点検補助期間 O O O O O O O O O O O O 

労災診療費審査委員会開催日

労災診療焚審査委員会後処理期間

支払入力期間(中間期)

支払入力期間(月末期) 2巴 010101010

※1 月間標準スケジュールであるため、月又は暦により数日程度変動することがあること
※2 レセプト等の審査点検補助回数は15日程度確保すること
※3 レセプト等の審査点検補助は受付入力及び形式チェックが終了したものから始めること

25 26 27 28 29 30 

支払

O O O 

O 

O O O 

O O O 

L一一一 L 

※4 中間支払日、月末支払日並びにこれらに係るデータ入力締切日については別途通知する労災保険業務室作成の年間計画を参照のこと

J 

O O 

別添2

91 10 11 12 

※ 

O 

O O O 

O O O 

O 

※5 労災薬剤費請求書、労災訪問看護費用語求書、二次健康診断等給付請求書、アフターケア委託費請求書及びレセプトの審査点検補助についても、原ltJj月間模
準スケジュールに準拠すること

※6 労災薬剤費請求書、二次健康診断等給付請求書、アフターケア委託費請求書及びレセプトに係る中間支払日、月末支払日並びにこれらに係る入力締切日につ
いても、別途通知する年間計画を参照のこと
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1璃軍
青森
岩手
宮城
枝問

宿山高形

茨城

栃群馬木

千1神埼話Z葉玉京Hl 

新潟
冨山

石福川劃
井

長山.梨野

三既重喜阜重

滋賀

京荒晃古都阪庫車:

和歌面

島鳥取根一

広岡島両

藩罰山菖口可

愛媛
高到
福岡

一佐長熊本賀崎

大分
l 菅崎「一一一I

ト一号鮭-1
l 合計 l 

別添3-1 l 

(単位:千件)

審査点検件数

300 
44 
42 
81 
33 
39 
71 
75 
51 
68 
185 
177 
420 
255 
97 
36 
31 
26 
25 
62 
81 
137 
217 
80 
56 
103 
327 
202 
46 
43 
17 
25 
93 
122 
53 
44 
37 
88 
67 
177 
33 
63 
日i
97 
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長期療養者に係る療養経過一覧表作成等の状況平成20年度

療養経過覧表作成件
「所見書」作成件数

数

五青寝森苦一

岩手
宮城
秋田
山形
福島
茨城

栃若手蔦木

埼玉
千葉
東京

20 10 神奈川
13 新潟

E出
福山井梨 。長野

10 
賛岐阜同 10 

7 
7 愛知
4 4 一室

滋賀
10 10 京都

大阪
10 10 兵庫 。 。

和奈歌良山 。 。
韻
岡山

15 15 広島
山口

U 。量豊島
香川 。
愛市当・媛
同知 。

ー霊嬰
一一長熊示

大分
宮崎

ト鹿沖児縄島
4 

201 176 合計

(単位:件)

※ 長期療養者に係る療養経過一覧表作成等については、平成20年9月より実施して
いるため、平成20年9月から平成21年3月までの7か月間の実績である。

の〆包
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相談・情報提供事業実施状況平成20年度

32， 892人

11， 120人

44， 012人

相談事業

1 相談状況

相談者数

医療機関

その他

合計

相談方法

事務所に来訪 356件

文書 f 16件

電話 42， 652件

Eメール 988件

合計 44， 012件

/

¥

 

相談内容

労災医療関係 12，531件

労災診療費内容 21， 852件

その他 20， 418件

合計 54，801件

2 

ホームページによる情報提

アクセス数

2，166，019 

コンテンツの種類

労災診療費算定基準等コンテンツ

II 

内

4
U
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労災診療費実態調査事業実績

I 労災診療費実態調査

平成20年度労災診療費言葉熊調杏実績

調査名

1|労災診療費行為別実態調査

21労災診療費行為別組別項目実態調査

対象

平成20年10月支払い済分のレセプト

平成20年10月支払い済分のレセプト

対象レセ(件数)

10，000 
10， 000 

II r労災診療費算定基準について(昭和51年1月13日付け基発第72号)Jの記の2に関する調査

47都道府県労働局において実施。

/一¥ ー/一¥

別添3-4



別添4

都道府県労働局(労働基準部)所在地一覧

労働局名 凶l岬士"t.町..1....0 Al:百所， 
在 地

01 北海道

02 青森

03 岩手

04 宮城

/ 

秋田

06 山形

07 祷島

08 茨城

09 栃木

10 群馬

11 埼玉

12 千葉

13 東京

14 神奈川

15 新潟

16 富山

17 石川

18 福井

19 山梨

20 長野

21 岐阜

22 静岡



別添4

労働局名 所 在 地

23 愛知
名古屋市中区ーの丸2 5 1 
名古屋合同庁舎第2号館

24 二重
津市島崎町327 2 
津第2地方合同庁舎

25 滋賀
大主宮市御幸町6 6 

26 京都
京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451

2干 大阪
大阪市中央区大手前4 1-67 
大阪合同庁舎第2号館

28 兵庫
神戸市中央区東川崎町1 1-3 
神戸クリスタルタワー

29 奈良
奈良市法蓮町387
奈良策3地方合同庁舎

30 和歌山
和歌山市黒田 2-3 3 
和歌山労働総合庁舎

31 鳥取
鳥取市富安2 89-9 

32 島板
松江市向島町134 10 
松江地方合同庁舎

宮3 岡山
岡山市北区下石井1 4 1 
岡山第2合同庁舎

34 広島
広島市中区上八丁堀6 30 
広島合同庁舎第2号館

35 山口
山口市中河原町6 16 
山口地方合同庁舎2号館

36 徳島
徳島市徳島町域内6 6 
徳島地方合同庁舎

37 香川
高松市サンポ ト3 33 
高松サンポート合同庁舎

38 愛媛
松山市若草町4 3 
松山若草合同庁舎

39 高知
高知市南金問 1 39 

40 福岡
福岡市博多区博多駅東2 11 -1 
稲岡合同庁舎新館

41 佐賀
佐賀市駅前中央3 3 20 
佐賀第2合同庁舎

42 長崎
長崎市万才町7 1 
住友生命長崎ピル

43 熊本
熊本市二の丸1 2 
熊本合同庁舎

44 大分
大分市来春日町17 20 
大分第2ソフィアプラザピル

45 宮崎
宮崎市橘通束3 1 22 
宮崎合同庁舎

46 鹿児島
鹿児島市山下町13 21 
鹿児島合同庁舎

47 沖縄
那覇市おもろまち 2 1 1 
那覇第2地方合同庁舎

n
f
h
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委託者が提示する場所

平成22年4月旧現在

場所 所在地 ピjレ名

01 宮城 仙台市宮城野区楠岡4-5-22 宮城野り夕刊ピル

02 秋田 秋田市中道4-5-6 秋銀・明治安田ピル

03 山形 山形市香澄町2-2-36 山形センタ同ピル

04 諸島 福島市本町5-8 福島第一生命ピル

05 茨城 水戸市泉町2-2-27 ニヲセイ水戸ピル

06 栃木 宇都宮市馬場通り4-3-7 馬場通り 4丁目ピル

07 群馬 前橋市大手町トト17 住友生命前橋ピル

08 埼玉 さいたま市高砂2-H さいたま浦和~.)vfィング

09 千葉 千葉市中央区富士見2-15-11 日本生命千葉富士見ピル

10 東京 台東区上野1-10-12 商工中金・第一生命ピル

11 神奈川 横浜市中区南仲通3-32-1 みなと7T~'Jγ7ピル

12 新潟 新潟市中央区新光町16-4 荏原新潟ピル

13 富山 富山市桜橋通り 2-25 富山第一生命ピル

14 徳井 福井市中央3-1-5 ニ谷中央ピル

15 山梨 甲府市丸の内3-32-11 住友生命甲府丸の内ピ)v

16 岐阜 岐阜市金宝町1-3 岐阜第一生命ピル

17 愛知 名古屋市中区錦トト22 名古屋センターt'ル別館

18 二重 津市栄町ト143-1 笠間第2ピル

19 滋賀 大津市浜大津2-1-36 大津7J'J生命ピjレ

20 大阪 大阪市中央区内本町2-1-13 内本町住生大西ピル

21 兵庫 神戸市中央区東川崎町1-7-4 ハH ハうYドゲイヤエフセイピル

22 奈良 奈良市大宮町トト15 ニッセイ奈良駅前ピル

23 和歌山 和歌山市美園町3-32-1 損保γ ャハ.~和歌山ピル

24 鳥取 鳥取市苅魚町2-201 鳥取第一生命ピル

25 岡山 岡山市大供2-2-5 日本興111!:岡山ピjト

26 広島 広島市中区立町ト24 有信ピル

27 山口 山口市大手町7-4 山口放送ピル

28 徳島 徳島市藍場町1-5 徳島第一生命ピ)v

29 香川 高松市磨屋町2-8 lトTJ..クエ7高松ピル

30 愛媛 松山市南堀端町5-8 オワセピル

31 高知 高知市本町1-1-3 朝日生命高知本町ピル

32 福岡 福岡市博多区博多駅東2-6-26 安川産業ピル

33 佐賀 佐賀市駅南本町6-4 佐賀中央第一生命ピル

34 長崎 長崎市宝町5-5 平田ピル

35 熊本 熊本市花畑町1-7 MY熊本ピル

36 大分 大分市長浜町2-14-26 osm'ル

37 宮崎 宮崎市橘通り西トト20 m宮崎ピル

38 沖縄 那覇市松山1ート19 JPR那覇ピル

合計

〆

¥

/

[
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企画書作成のための仕様書に定める国が指定する業者等について

労災診療費審査体制等充実強化対策事業の企図書募集要領の別添1r企画書

作成のための仕様書J6 (4)アに定める労災診療費審査体制等充実強化対策事

業における端末装置の設置可能確認等(以下「設置確認」という。)を得ること

に関して、国が指定する業者等は下記のとおりとする。

記

(1)国が指定する業者

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社(以下、 rCTCJとする。)

(2)上記1の連絡先

担当者:森田、高島

TEL : 03-6203-3042 
住所:東京都千代田区霞が関3-2-5 霞ヶ関ピル23F
E-mailnhl w-i n-front自ctc-g.CO.jp
受付時間:月曜日から金曜日の 9:30~17:00

※ E-mailのみの受付は行っていないので、必ず最初に電話にて上

記担当者あて連絡すること。

(3) 申込手続き

設置確認を希望する者は別紙1に必要事項を記入し下記①の期限までに

②の提出先にE企玉で提出すること。 FAXにより提出のあった別紙1に
ついては、 CTCにて到着確認欄 (FAX)に押印された後FAXで返送

)される。なお、別紙 1の原本は下記 (3)の資料一式提出時に同封するこ

主L

①期限:平成22年2月5日(金) 17:00まで必着

②提出先 :CTC 森田、高島

(4)確認用資料

FAX 03-5512-3051 
TEL 03-6203-3042 

別紙2""4の資料一式を記入・作成の上、下記①の期限までに②の提出

先に郵送(書留)で提出すること。受領後、 CTCより到着確認書(上記

(2)の別紙1)がFAXで送付される。

①期限:平成22年2月8日(月) 17:00まで必着

②提出先:伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

テレコム営業第3部高島渉宛

干100-6080

東京都千代田区霞ヶ関3-2-5霞ヶ関ピル23階

TEL 03-6203-3042 
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(4)確認費用

確認費用:1事業所につき、 2O. 000円(税込)

上記単価に確認を要する事業所数を乗じた金額

上記 (2)の別紙1の受領後、平成21年2月12日までに請求書が送

付されるので、下記①の期限までに CTCの指定する口座に払い込むこと。

①期限:平成22年2月15日(金) 12:00まで

(5)確認内容

別紙2の端末設置条件記入票の全項目の設置可能基準をみたしているこ

と及び別紙3で求める内容が全事業所の図面に漏れなく記載されているこ

との確認を行う。

提出書類に不備がおった場合は CTCより連絡があるので、確認・修正の

上、下記①の期限までに②の提出先へ再提出すること。

①期限:平成22年 2月15日(月) 1 7 :.00まで必着

②提出先:上記 (3)②と悶じ

(6)確認結果

上記 (5)の確認の結果、端末設置基準を満たしているものを「確認済」、

満たしていないものを「未確認事項有り」として、事業所毎に別紙4の確

認結果報告書が平成21年2月19日までに提出される。

確認結果報告書は2通作成の上、申込者、確認者 (CT C)双方押印の

上各1過を保管する。

(7)その他留意事項

-期限までにCTCに必要書類の提出がない場合はいかなる理由であっ

ても不受理となる。

・期限内に (3) の提出資料を CTCが受領した場合であっても、 (4)
の費用払込の確認ができない限り受理されないので、その状態で (3)

①の期限を過ぎた場合は不受理となる。

・『事業所一覧兼確認結果報告書J (別紙4)以外の提出書類は返却され

ない。

・本件でCTCが入手した情報は、この作業に関してのみ使用される。

2
 



[提出先FAX番号 03-5512-3051] 

『労災診療費審査体制等充実強化対軍事業における端京設設可能確認J
申込書架到着確認書

l自申込年月日l平成22年 月 日l

〆

ピル

様

国]

F][師謀者

様][電話

ピル

][FAX ] 

FJ 様

[電話

本申込内容に聞して

(申込]
期限までに必要書類の提出がない場合はいかなる理由で晶っても平畳理とします.

{入金)
-期限までに入金斑認が行えない場合はいかなる理由で晶っても確認作業は奥施しません.

(作業田協力}
・申込者は、伊藤忠テクノソリューションズ株式会社{以下CTC)からの確認作車に閉する申込書へ由裏話に
対して、特ヂ由理由のない限り、応じるものとします.

{損害賠wh
'CTC/:t.'本申込内容の履行に際し、申込者または第三者に恨容を及ぼしたときは、通常かつ直接の損害に
ついてのみ確認費用を1唖度として、その損害を賠償します箇ただし、損害賠償町範囲には、天災地支その他
の不可抗力により生じた損害、 CTCの置に掃し得事い事由により生じた損害及び逸失刺益は吉まれないもの
とします.

{苦管注意義務)
CTCI立普良なる管理者由注意をもって斑認作業を行うも由とし、CTC田責怪は当該定曹謹務的範囲に限ら
れるものとします。

{資料の返却}
・『拠点一覧兼確認結果報告書』以外の提出書類は返却しませんのでご了承下さい.

(情報白取扱い) 降料提出先

・本{牛で入手した情報は.この作業に関してのみ使用します.1;里絡先伊腐忠テウノソリューションズ株式会社

TEL，03-6203-3042 

FAX，03-5512-3051 
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端末装置等の設置条件(労災診療費審査体制等充実強化対策事業)
I記入要綱I記入に当たっては、予定されている嬬宋装置の緑置環境が端末設置条件を満たしているかを確認し、精たしてい

る揚合には r，見状"の判定J欄の r合』をOで囲み.満たしていない場合は「杏Jを口で函む.
「現状での判定j欄が『否Jの場合には rLANケーブル教置工事の前々目前までに条件合款の可否J制に、 LAN

ケーブル敷設工事の前々目前までに条件を満たす措置が取れる場合には「可』をOで盟主t.'lANケーブル歎役工事
の前々目前までに条件を満たす措置がとれJよい場合は f否JをOで岡む.

別添6-別紙2

片下F 有

項目 内容 |献での判司車京璽

官τ完-<'

片」 l織出入経路

同末装置の陸軍窃防がZ倍以ょの縁台、漏桑蚕!?U.':2:置する渥摘が論来装置を逗織 s

iするこど元広できるエレベーターを備えていること.

件又 二 す 司 語 蔽 猷同蹄!':o"計百草繭訂て龍王7

i 積殿重量 300kgW，上
!入口叫喧 B50m以上

奥行き 1，ODC刷以上

同調珊臨時脚楠腕持扇吾面五百三~.
j i醐 及 び 悼 の 輔 間 回以よ

l， ll烹韮百~tUl干吉 陳荒事直百菅直玄又こご:;;:寸車韮百而著t/>jlIJ軍事石森喜置百官置百草葺百華南互支J玉否王百再亨ズス二支i~'
同屋の誕件 停電保できること.
白 隠L射日光が当たらないこと.

卜5' J 時五i 陣車百四直干吉元アの床附叫下同伴を?綻日 ;;.::.~o ト

: 床耐荷量 900kg/al以上(床が水平であること〉
〈旭祭担割隆法で事哨室の床荷重は900N/nl以上と定められている)

6 i歪辞

γ高官苗高石王ifi五百一障措百夜

8 

何

-10 

配線の書室件 i 

王工員百吉正

片岡師碍1*' . -I'ii百1i5tirlt7

一一.12 

肩孤高守議莱軍軍百葺高董I;:~干し、夜干百草置草葺再寄葺耳石τ".'寄冨吉吾冒「ト
出カを有すること.

1<鋭宋装館副作時の'"湿度条件〉
混皮 lO-3()"C 
湿度目-"弘

陣有茄晶罰百蕊蘇百官1'.

2田嶋

十

信王ヲ百ア有元下車E官~-ji;草I吉i:~~車耳詰寄王存。王百玉置車i~苛語苓耳石 i
jこと.

邸m~~tt.iI~.s富苔T正、 τ正日宇ー初夜薪五百草干吉吉..有i:.>â"'5晋路王百軒F'
同こと.

降車 五五五百百百田日壬'L.AN百蔵官T百古;""，遍..0;;事吾、耳石τ王宮面高玉 E

II::HUBの世健スペース金事室係できること.

Tiill;百j王耳:宮古軍事直吉正百部茸萌石茸軍E肩"f百葺宅富吉τ古.
凶要とする地t原段備を別途示す.

断百酉稿阪市再正面開吉田苛帝王窃面否問主E.

-4-

-r 

合否 可否

合ー否 可否

合ー苔 可吾

合・否 可否

合否 可・杏

合否 合・杏

合 否 可・苔

合 否 可ー苔

合否 可否

合否 可否

合否 可杏
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別添6.-別紙3

労災診療費審査体制等充実強化対策事業における端末設置可能確認用図面詳細

-以下の条件を満たす全事業所分の図面を作成の上、提出願います。

平成22年1月

図名 図面の説明 図面に記入する事項 図面の縮尺 記事

レイアウト図 -各端末装置の設置場所が -各端末装置の設置場所 A3周非正 -端末設置が複数階の場合はそれぞれのレイ

わかるもの -寸法線 縮尺 1/100 アウト図を提出

-事業所名
， ピル名及び階数

平面図 -端末設置階の全フロアが -端末装置の搬出入口及びエレベ タ から A3用紙 -端末設置が複数階の場合はそれぞれの平面

〔フロア図) わかるもの の搬出入経路 縮尺.特lこなし 図〔フロア図)を提出
同エレベーターの位置 ただし、レイアウト図に左記の記入する

-事業所名 事項が記述されている場合i立提出不要

ピル名及び階数
• OAフロアとなっている箇所

. LAN配線経路

• HUB設置スペース

-端末装置の設置スペースの寸法及び

各端末装置名を示す



別添6-別紙4

「労災診療費審査体制等充実強化対策事業における端末設置可能確認j

事業所一覧兼確認結果報告書

記入年月日

申込者名

住所

部課名 担当者名 2立~iS

連絡先 . 

p
b
 

ノ



/ 

¥ 

本 部

北海道

青 森

岩 手

宮 域

秋 田

山 形

福 島

茨 城

栃 木

群 馬

埼 玉

千 葉

東 尽

神奈川

新 潟

富 山

住所

ピル名

連絡先

住所

ピJレ名

連絡先

住所

ピjレ名

連絡先

住所

ピJレ名

連絡先

住所

ピJレ名

迫絡先

住所

ピJレ名

述絡先

住所

ピJレ名

連絡先

住所

ピJレ名

連絡先

住所

ピル名

迷路先

住所

ピル名

連絡先

住所

ピル名

連絡先

住所

ピル名

連絡先

住所

ピJレ名

連絡先

住所

ピル名

連絡先

住所

ピJレ名

連絡先

住所

ピJレ名

迫絡先

住所

ピJレ名

連絡先

別添7

受託者事務所一覧表(端末装置等設置場所)

階事業所名

担当者氏名 E 携被

階事業所名

担当者氏名 TEL 携帯

階事業所名

担当者氏名 E 携帯

階事業所名

担当者氏名 E 携帯

階事業所名

担当者民名 TEL 携帯

階事業所名

担当者氏名 TEL 携帯

階事業所名

担当者氏名 TEL 携帯

階事業所名

担当者氏名 E 携帯

階事業所名

担当者氏名 E 携帯

階事業所名

担当者氏名 E 携帯

階事業所名

担当者氏名 TEL 携帯

階事業所名

担当者氏名 E 携帯

階事業所名

担当者氏名 E 携帯

階事業所名

担当者氏名 TEL 携帯

階事業所名

担当者民名 TEL 携帯

階事業所名

担当者民名 TEL 携帯

階事業所名

担当者氏名 1EL 1l'l帯



別添7

， 住 所

石 JII ピル名 階事業所名

連絡先 担当者氏名 TEL 携帯

住 所

福 井 ピル名 階事業所名

連絡先 担当者氏名 TEL 説帯

住所

山 梨 ビJレ名 階事業所名

述絡先 担当者氏名 TEL 携帯

住 所

長 野 ピル名 階事業所名

連絡先 担当者氏名 TEL 携帯

住所

岐 阜 ピJレ名 階事業所名

連絡先 担当者氏名 TEL 携帯

住所

静 岡 ピル名 階事業所名

迎絡先 担当者氏名 TEL 携帯

住所

愛 知 ピル名 階事業所名

連絡先 担当者氏名 TEL 携帯

住所

重 ピル名 階事業所名

辿絡先 担当者氏名 TEL 携帯

住所

滋 賀 ピル名 階事業所名

連絡先 担当者氏名 TEL 携椴

住所

JR王 都 ピJレ名 階事業所名

迷路先 担当者氏名 TEL 携帯

住所

大 阪 ピJレ名 階事業所名

述絡先 担当者氏名 TEL 携帯

住所

兵 庫 ピル名 階事業所名

辿絡先 担当者氏名 TEL 携帯

住所

奈 良 ピル名 階事業所名

連絡先 担当者氏名 E 携帯

住所

和歌山 ピル名 階事業所名

連絡先 担当者民名 TEL 携帯

住所

4烏 取 ピJレ名 階事業所名

連絡先 担当者氏名 TEL 撹帯

住所

島 根 ピル名 階事業所名

連絡先 担当者氏名 百L 携帯

住所

岡 山 ピル名 階事業所名

迎絡先 担当者氏名 TEL 携帯

n'h 
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別添7

住所

広 島 ピJレ名 階事業所名

連絡先 担当者氏名 TEL 携待

住所

山 口 ピノレ名 階事業所名

連絡先 担当者氏名 E 携帯

住所

徳 島 ピル名 階事業所名

連絡先 担当者氏名 TEL 携帯

住所

香 JIJ ピJレ名 階事業所名

連絡先 担当者氏名 E 携帯

住所

愛 媛 ピル名 階事業所名

連絡先 担当者氏名 m 携帯

住所

高 知 ピJレ名 階事業所名

迎絡先 担当者氏名 E 携帯

住所

福 岡 ピル名 階事業所名

連絡先 担当者氏名 TEL 携帯

住所

佐 賀 ピル名 階事業所名

迎絡先 担当者氏名 TEL 携被

住所

長 崎 ピノレ名 階事業所者

連絡先 担当者氏名 TEL 携帯

住所

熊 本 ピル名 階事業所名

述絡先 担当者氏名 TFL 携帯

住所

大 分 ピJレ名 階事業所名

述絡先 担当者氏名 TEL 携帯

住所

宮 崎 ビル名 階事業所名

連絡先 担当者氏名 TFL 携帯

住所

路J厄島 ピル名 階事業所名

連絡先 担当者氏名 百L 携帯

住所

i中 縄 ピル名 階事業所名

連絡先 担当者氏名 E 携帯

3
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端末装置の設置条件及び設置所要面積(労災診療費審査体制等)

設置条件

別添8

置する建物が端末装置を運搬することができるエレ
ベーターを備えていること。

エレベー
の条件を満たしていること。

積載重量 300kg以上
入口の幅 850mm以上
奥行き 1. OOOmm以上

満たしていること。

床耐荷重 900N/m'以上(床が水平であること)
(建築基準法で事務室の床荷重は900N/m'以上と定めら
れている)

容量を有すること。



端末装置設置所裏面積

本部 Oni 
北海道 n.7 ni 
青森 10.5 ni 
岩手 10. 5 ni 
宮城 10.5 ni 
秋田 10.5 ni 
山形 10.5 ni 
福島 10.5ni 
茨城 10.5 ni 
栃木 10.5 ni 
群馬 10.5 ni 
埼玉 14. 1 ni 
千葉 14.1 ni 
東京 21.3ni 
神奈川 17.7ni 
新潟 10.5 ni 
富山 10.5 ni 
石川 10.5 ni 
福井 10.5 ni 
山梨 10.5 ni 
長野 10.5 ni 
岐阜 10.5 ni 
静岡 14.1 ni 
愛知 14.1 ni 
一重 10.5 ni 
滋賀 10.5 ni 
京都 14. 1ぱ

大阪 17. 7ぱ

兵庫 14.1 ni 
奈良 10.5 ni 
和歌山 10.5 ni 
鳥取 10.5 ni 
島根 10.5 ni 
岡山 10.5 ni 
広島 14. 1百

山口 10.5 ni 
徳島 10.5ni 
香川 10.5ni 
愛媛 10.5ni 
高知 10.5 ni 
福岡 14.1 ni 
佐賀 10.5ni 
長崎 10.5 ni 
熊本 10.5 ni 
大分 10.5 ni 
宮崎 10.5ni 
鹿児島 10.5ni 
沖縄 10.5 ni 

※ 所要面積は、最低必要面積であり、幅又は奥行きのいずれか

は2.50m以上確保していること。 ー?ー

f 、

別添8
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別添9

レセ管システムの設置条件及び設置所要面積(労災診療費審査体制等)

設置条件

を運搬することができるヱレ
えていること。

エレベーターの
の条件を満たしていること。

積載重量 300kg以上
白 人口の板 850mm以上
|奥行き¥， 000叫上

有すること。

〈端末装置動作時の混湿度条件〉
温度 10~32'C 
湿度 45~75% 



レセ管システム設置所要面積 別添9

北海道 6. 6 III 
青森 2. 3 III 
岩手 2. 3 III 
宮城 2.3 nt 
秋田 2.3 III 
山形 2. 3 III 
福島 2.3 III 
茨城 2.3 III 
栃木 2. 3 III 
群馬 2.3 III 
埼玉 5. 2 III 
千葉 5.2 III 
東京 6. 6 III 
神奈川 6.6 III 
新潟 2.3 III 
富山 2. 3 III 
石川 2.3 III 
祷井 2. 3 III 
山梨 2.3 III 
長野 2.3 III 
岐阜 2. 3 III 
静岡 [j. 2 III 
愛知 5. 2 III 
一重 2. 3 III 
滋賀 2.3 III 
京都 5.2 III 
大阪 6.6 III 
兵庫 5.2 III 
奈良 2. 3 III 
和歌山 2. 3 III (; 
鳥取 2. 3垣

島板 2.3 III 
( I 

岡山 2. 3 III 
広島 5.2 III 
山 口 2.3 III 
徳島 2.3 III 

香川 2. 3 III 
愛媛 2.3 III 
高知 2. 3 III 
福岡 5.2 III 
佐賀 2. 3 III 
長崎 2.3 III 
熊本 2.3 III 
大分 2. 3 III 
宮崎 2.3 III 
鹿児島 2.3 III 

沖縄 2. 3 .III 

-?-



危険負担表 別添10

種 類 内 容
負担者

国 受託者

物価変動 人件費、物品質等物価変動に伴う経費の増 O 

金利変動 金利の変動に伴う経費の増 O 

労災保険法・施行規則の大幅な変更 O 
.. --・咽幅四・-----_.司------・ー・---_..，-・島・・・・・・・・・ー"・----_..咽-----.'幽骨・------..・ w -・....--・・---.ー--・・・-----.

法令等の変更
①② 労災保険法・施行規則の小幅な変更

/ 

関係通達の変更 O 
¥h 

業務の遂行を妨げる税制度の大幅な変更 O 
税制度の変更 --ーー------ー--・ーーー---.句・・・・・・，骨------ー---・.------ーー.--------・--・・・・ー『・・-------..-.-.圃.-ー・M・・・・・・---' 

一般的な税制変更 O 

政治的理由による事業の変更
政治、行政的理由から、業務の継続に支障が生じた場合、又 O は業務内容の大幅な変更を余儀なくされた場合の経費

不可抗力(暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、争乱、暴

不可抗力
動その他国の責めにも帰すことのできない自然的又は人為的

O な現象)に伴う、施設、設備の修復による経費の増加及び事
業の履行不能

仕様書等国が責任を持つ書類の誤りによるもの O 
(宅買の誤り ー._.------.・・・・・・司・・・ー・-----ーー-------.----・・・・・-ー・-------・・・・ 4・・司・・ー---・・ ー---ーー--・------・・・・・・・・-

¥ 

受託者が提出した書類の誤りによるもの O 

経費の支払い遅延(国→受託業者)によって生じた事由 O 
資金調達 ー・--・・・・・----"ー--------・・ーー・・---_..._------・・・・・・---.'・・・h・・・・・・ F ・F・-----..ーー -・・---・・_... ー-.---._.・・.

経費の支払い遅延(受託業者→第三者)によって生じた事由 O 

第三者への賠償 受託者として注意義務を怠ったことにより損害を与えた場合 O 

情報漏洩等
受託者として注意義務を怠ったことによる情報漏洩及び犯罪

O 発生

事業終了時の費用
業務委託期間が終了した場合又は期間途中における業務を廃

O 止した場合における事業者の撤収費用

上記以外のもの 事案による
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別添11 
個人情報保護に係る措置等について

受託者は、事業開始の日までに、以下の事項について規定、体制等の整備を行

わなければならないものとします。

1 包括的事項

(1)個人情報保護に係る基本方針・取扱規定等

個人情報保護に係る基本方針、個人情報の取扱規定等が整備されているこ

とo

(2) 個人情報の安全管理に係る実施体制

個人情報の取扱について、その安全管理に係る実施体制が整備されている

こと。

2 具体的基準

(1)個人情報保護に係る基本方針・取扱規程等

受託者は、本事業を開始するまでに、以下に掲げる事項に係る規程を書面

で委託者に提出しなければならない。

ア 個人情報保護に係る基本方針、個人情報の取扱業務に係る取扱規程

イ 受託者内における個人情報の取扱状況の点検及び監査に係る規程

(2 )個人情報の安全管理に係る実施体制

受託者は、以下に掲げる事項に関する安全管理措置を講じ、当該措置状況

に係る規程等を書面で委託者に提出しなければならない。

ア 個人情報保護に関する体制の整備

① 管理責任者の設置

受託者は、個人情報の安全管理に係る業務遂行の総責任者である管理

責任者を設置しなければならない。

② 個人情報取扱者の指定

受託者は、個人情報の取扱を含む業務を実施する従業員等を、個人情

報取扱者とじて指定しなければならない。

また、受託者は、個人情報取扱者以外の従業員等に、個人情報の取扱

いを含む業務を行わせではならない。

③ 管理責任者の所管業務

受託者は、管理責任者に、次に掲げる業務を所管させなければならな

a 個人情報の安全管理に関する規定の承認及び周知

b 個人情報保護に関する教育・研修の企画及び実施

c 個人情報取扱者の指定及び変更等の管理

d 個人情報の管理区分及び権限についての設定及び変更の管理

e 個人情報の取扱状祝の把握

f その他委託業務全体における個人情報保護に関すること



* 個人情報保護に関する体制の整備に関する書面

既に体制を有している場合は、当該体制を定めた社則、就業規則等

の写しを提出していただきます。

社則、就業規則等において、上記アの全部又は一部を定めていない

場合は、本業務に係る規則等を策定し、その写しを提出していただき

ます。

イ 就業規則等における安全管理措置

① 就業規則等において規定するべき事項

受託者は、就業規則等において、次に掲げる事項を定めなければなら

ない。

a 個人情報の取扱いに関する従業員等の役割・責任

b 個人情報の取扱いについて定められた事項に違反した場合の処分 ( 

②個人情報の非開示契約等

受託者は、個人情報取扱者との聞に、本事業の遂行上知り得た個人情

報の漏洩、目的外仕様等を行わない旨の契約を締結しなければならない。

また、当該契約書の写しを委託者に提出することについて、あらかじ

め、個人情報取扱者の同意を得なければならない。

* 就業規則等における安全管理措置に関する書面

就業規則等で規定済みの場合は、当該就業規則等の写しを提出して

いただきます。

就業規則等において上記イー①の全部又は一部を定めていない場合

は、本事業に係る規則等を策定し、その写しを提出していただきます。

また、個人情報の非開示契約等については、受託者と従業員との間

で締結した契約書の写しを提出していただきます。(契約書の写しを委 / 

託者に対して提出することについて、受託者は、あらかじめ従業員に対 ¥ 

する説明を行い、提出に係る同意を得てください。)

ウ 個人情報の取扱規程の遵守及び遵守状担の記録等

受託者は、個人情報の取扱を含んだ業務の実施に係る取扱規程を定め、

当該規定に従った体制を構築し、業務を実施するとともに、当該規定に定め

られた事項の遵守状況の記録及び確認を行わなければならない。

* 個人情報の取扱規程の遵守状況の記録等に関する書面

既に取扱規程等を有している場合は、当該規程等の写し及び遵守状況

の記録を行った書面の写しを提出していただきます。

取扱規程等において、上記ウの全部又は一部を定めていない場合は、

本事業に係る規程等を策定し、その写しを提出させていただきます。

エ 個人情報の漏洩等が発生した場合における対応

受託者は、個人情報の漏洩等が発生した場合に対応するため、次に掲げ

-2-
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る体制を整備しなければならない。

① 対応部署等の指定

② 個人情報の漏洩等による影響及び原因の調査体制

③ 再発防止策、事後対策の検討体制

④ 受託者への報告体制

* 個人情報の漏洩等が発生した場合における対応

既に体制を有している場合は、当該体制を定めた社則、就業規則j等の

写しを提出していただきます。

社則、就業規則等において、上記ヱの全部又は一部を定めていない場

合は、本事業に係る規則等を策定し、その写しを提出していただきます。

オ 個人情報保護に係る教育等

受託者は、個人情報保護に係る従業者への周知・教育及び訓練として、

次に掲げる措置を講じなければならない。

① 従業者に対する採用時の教育及び定期的な教育・訓練

② 個人情報保護に係る就業規則等に違反した場合の処分の周知

* 個人情報保護に係る教育等に関する書面

既に教育・訓練体制を有している場合は、教育・訓練の実施に係る結

果報告書等の写しを提出していただきます。

上記オの全部又は一部を実施していない場合には、未実施事項につい

て、教育訓練に係る実施計画書等を提出していただきます。(個人情報の

取扱を含む業務の開始までに教育・訓練を実施し、結果報告書等の写し

を提出していただきます。

カ 規定等の定期的な見直し

受託者は、個人情報の取扱に関する規定、従業員に対する教育、訓練内

容について、定期的な見直しを行わなければならない。

3 個人情報の保護に関する第三者評価

受託者は、以下に掲げる個人情報保護に係る第三者からの評価を受けている

場合には、当該認証等を証明する書類の提出をもって、個人情報保護に係る規定、

安全管理に係る実施体制を証明する書類の提出に代えることができるものとし

ます。

(1)プライパシーマーク取得事業者

(2) 1 SMS Onfofmation Secufity Management System)，認証取得業者
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厚生労働省

情報セキュリティポリシー

2010年 1月1日

厚生労働省情報セキュリティ委員会
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